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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

○議長（柴田喜八君） 皆さんおはようございます。定刻になりました。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日は、松浦議員から遅刻の届出が出ております。従って、現時点での出席は１３名で

す。そのほか、白崎教育委員長に代わって、飯田職務代理者が出席することになっており

ますが、午後から出席とのことです。また、鳥山農業委員会長、久原選管委員長から欠席

の報告及び佐野出納室長から早退の報告並びに菊池課長に代わって宮田課長補佐が出席、

皆川課長に代わって村口課長補佐が出席しております。 

本日の議事日程はあらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 

    ◎一般質問 

○議長（柴田喜八君） 日程第２８、一般質問を継続いたします。 

 ６番、橋本憲治君の発言を許します。 

 橋本憲治君。 

○６番（橋本憲治君） それでは通告に従いまして、一般質問をしたいと思いますけれど

も、２人ほど合併の問題も出ておりますし、予算の面でも佐藤議員から昨日質問があった

と思います。重なる部分もあると思いますけれども、あわせて質問に答えていただきたい

なと。なるべく重ならないように、一般質問をしてまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

それではさっそく市町村合併について、まず１点目は、合併を断念したときの見解の発

表がありましたけれども、時間との経過に伴い現時点で合併を振り返り、どう行政として

合併の総括をし、今後に生かしていくのか、ご所見をお伺いをしたいと思います。 

２つ目には、合併特例法の期限が切れまして、今年の３月いっぱいで１０年間の時限立

法が切れて、今年の４月から合併の新法、これは５年の時限立法なっておりますけれども、

スタートする。どのような内容の違いがあるのか、お伺いをしたいと思います。 

３点目は、道は広域連合のあり方を勧める報道がありましたけれども、もともと広域合

併は道も推進、国も推進しておりましたけれども、空知広域連合が道からの権限移譲の対

応を含めて、改めて自立が大変厳しいということで、近隣町村も含めて広域連合にしたい

という申し出を認めたというのが、報道もありました。それで、当町も近隣市町、特に北

見市を含めた１市３町の合併が進んでおりますけれども、その中に当町として広域連合の

あり方でますます厳しいとは思いますけれども、そういう選択肢があるのかないのか、お

伺いをしたいと思います。 

４点目は、町名では反対したが財政の厳しいときでもあり、合併には十分理解もできる

ので、新しい町の名称で置戸町との合併を再度考えるべきではないかとの声も多く聞かれ、

町として、相手側、再度置戸町との合併を再度考えるべきではないかとの声も聞かれ、町

として相手側に働きかけた経緯も含めて、昨日もありましたけれども、同じ意見になると

思いますけれど、ご所見をお伺いをしたいと思います。 
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５点目には、市町村合併推進の基本指針に人口規模については１万人未満など、具体的

な数字を盛り込む可能性が高いという報道がありまして、そうなりますと、ますますこの

１０月で国勢調査がありましたら、いよいよ１万人は切れる可能性が強いということにな

りますと、合併が非常に難しい状況に追い込まれのではないかと思いますけれども、そう

いう提示があった場合にはどういう対応されるのかお伺いをしたいと思います。 

６点目に、国、道が新たな合併の組み合わせを来年の３月までにまとめる方針という、

固めたと報道にありますけれども、どのような組み合わせが想定されて、現時点地での判

断は難しいと思われますけれど、選択肢なども含めて、内部では十分検討していると思い

ますので、わかる範囲で教えていただきたいと思います。 

７点目、自立は厳しい財政にならざる得ないと住民に説明をし、財政の見直し、行政改

革の中で、町民にも覚悟を求める試算を示してきたが、今のままでは平成１９年度には予

算の見通しが立たないことだが、厳しい対応が迫られると思うが、今年度の予算編成にど

のように反映され、今後の財政の見通しはどうなるのか、あわせてお伺いをしたいと思い

ます。 

８点目になります。このままでは国、道の指針を待つだけなら、強制合併、吸収合併に

ならざる得ません。今後の対策が急務だと思いますが、再編成を含めて、今からすぐ協議

していく必要があると思われますが、ご所見をお伺いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 市町村合併について、８点にわたりお尋ねをいただきましたので

お答えをいたします。 

まず、１点目の現時点で合併を振り返り、どう行政として合併の総括をし、今後にどう

生かしていくかとのお尋ねですが、住民アンケートの結果受けて置戸町との合併を断念し

ましたが、財政状況が非常に厳しい上、今年４月に施行される新しい合併特例法による国

や道の動きを見守っていく必要があると考えております。 

今まで協議されてきた内容や合併協議会のあり方などにつきましては、仮に今後再度の

合併協議がある場合には、生かされてくるものと考えておりますが、当面は厳しい財政状

況を乗り越え、自立の道を歩んでいかなければならないと考えております。 

次に、今年４月からの新しい特例法の内容はとのお尋ねですが、新法は平成１７年４月

から平成２２年３月までの５年間の時限立法となっております。内容につきまして、現行

法にある合併特例債の規定がなくなりますが、地方交付税の合併算定替につきましては、

現行法の特例期間１０年間が段階的に５年に短縮されます。このほか、合併特例区や地域

自治区の特例の規定などが盛り込まれております。新法において重要なポイントになると

考えられるのが、合併の推進の構想です。これは総務大臣が、自主的な市町村の合併を推

進するための基本指針を定めるとされており、この基本指針に基づき、都道府県は合併を

推進する必要があると認められる市町村の合併構想を定めることになっているほか、基本

指針には人口１万人の用件も盛り込まれるものと見込まれることから、国や道の動きを見

守っていく必要があります。 
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次に、広域連合の選択肢があるかとのお尋ねですが、議員がご心配されるように、北見

市を中心とした１市３町が合併した場合は、地理的に置戸町、訓子府町の２町が残る形に

なり、この２町で広域連合を組んだ場合に、財政的な効果が上げられるかは疑問のあると

ころですが、新法による合併も含め、あらゆる可能性を探っていきたいと考えております。 

次に置戸町との合併について、再考があり得るかとのお尋ねですが、昨年１２月に実施

した住民アンケートの結果を見ますと、町民の皆さまには厳しい財政状況をご理解いただ

いてるものと考えておりますが、反対の理由は町名問題以外にもさまざまな理由があり、

時間的にも現行法の中での置戸町との合併は難しい状況ですが、今年４月からの新法の中

で、置戸町との合併が可能かということも選択肢の一つとして検討してまいります。 

次に、基本指針に人口規模が１万人未満の具体的な数字が盛り込まれた場合、２町での

合併が難しい状況になるのではないかとのお尋ねですが、平成１７年に実施される国勢調

査では２町の人口１万人を切るものと予想され、基本指針に人口１万人の要件が盛り込ま

れた場合、２町での合併は難しくなると考えられますが、地理的な条件や人口密度、経済

事情、これまでの合併行ってきた事情等を考慮するともいわれておりますので、可能性が

全くないわけではないと考えておりますが、基本指針や道が定める合併構想を見極めたい

と考えております。 

次に、合併の枠組みや選択肢などを内部で検討しているかとのお尋ねですが、新法によ

る合併につきましては、国や道の動きを見ていく必要があります。従いまして、今後の合

併につきましては具体的な検討を行っておりませんが、いずれにいたしましても、当面自

立の道を歩んでいかなければならないと考えております。 

次に、今年度の予算編成に反映した行政改革の内容と今後の財政見通しについてのお尋

ねが、まず予算編成につきましては、機構の見直しを前提とした職員の不補充、それから

職員給与そのものの縮減による人件費の圧縮のほか、旅費などをはじめとする内部経費の

縮減に努めた一方、政策的な予算であります補助奨励費や扶助費につきましても、所期の

目的を達成したと思われるものや廃止しても支障がないと思われるものにつきまして、廃

止もしくは縮小させていただいたところであります。 

なお、今後の見通しにつきましては、こうした取り組みをさせていただいたにもかかわ

らず、新年度予算の説明資料に添付しております基金の表のとおり、非常に厳しい財政見

通しとなっておりますので、今後さらに踏み込んだ行政改革を進めるとともに、地域でで

きるものは地域が主体となって取り組んでいただく、いわゆる「協働のまちづくり」が不

可欠であると思いますので、今後はこうした観点でも取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

次に国、道の指針を待つだけなら吸収合併にならざるを得ないので、今後の対策が急務

でないかとのお尋ねですが、私は合併するのであれば真に対等で、自立に近い小さな合併

という考え方で、置戸町との合併協議を進めてまいりました。しかしながら、現行法での

合併という選択肢が消えた以上は、これからの合併は４月以降の新法によらざるを得ない

状況になりました。従いまして、訓子府町として現状で何らかの対策を取っていくことは

非常に難しい状況にありますが、当面は自立の道歩みながら、この難局を乗り換えていか
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なければならないと考えております。 

以上、市町村合併ついてお答え申し上げました。ご理解を賜りますよう、よろしくお願

いいたします。 

○議長（柴田喜八君） 橋本憲治君。 

○６番（橋本憲治君） 何点か再質問させていただきますけれども、１点目に総括をお願

いするということでお話がありました。昨日もありましたけれども、合併に関する住民の

アンケートの結果を受けた報告の作成は、皆さんにお示しをしていただきましたけれども、

その中でも「町名が良くない」、「合併協議が十分でなかった」、３点目には「財政の状況の

改善が見込めない」ということが、このほかにもありますけれども、この３点が大きな要

因で合併に残念ながら合併が反対という結果につながったと思います。ただ、せっかく総

括でございますから、残念ながらに合併に至らなかった反省を含めて、今後にどうやって

このことを生かしていかなければならないのかと。特に、次の機会に訪れる機会があれば、

やっぱりこの反省を生かして、再度にわたり総括をしながら資料作成しながら、次のステ

ップに向かうような内部で協議していく必要があるんではないかなというように思います

けれども、それで私なりに反省も含めて、何点か細かく内容を精査したものを提言してい

きたいと思います。 

まず１点目に、期間の問題はどうなったのかなと。自立と言いながら１年数カ月やって

きますけれども、任意協議会では説明の中では、常に「任意協議会というのは合併を目的

とした協議会ではありませんよ。」というような声を伝えてきながら、これが法定協に移る

までに約半年間あったんですけども、やはりそれは変わらず、一貫してそういう言い方を

してきた。そういうことも含めると、財政のことも含めて、その期間半年間で財政が厳し

い、合併に向かっていかなければならないという期間としては、少しは短くはなかったか

なという、大いに反省をしているところでございますし、行政の方としても、もう少し時

間があって良かったのかなというような気がしております。 

それから２点目でございますけれども、町名の問題が大きな争点となりましたけれども、

これも含めて私も大いに反省しておりますけれども、やはり両町で法定協議会であがって

きた名前を含めて、５つがいいのか１０個がいいのかわかりませんけれども、再度両町民

に投げかけて、再度両町民の声を広げることができなかったのかなと。そういうことも含

めて、あとから考えたところでございます。 

 ３点目には、これまた反対の理由に多い、合併協議が十分でない。ただ、こうも通じて

この行政側としては、私は十分に何回もこの協議の内容は町民の方に示していただいたの

かなというような気持ちがありますけれども、ただ、佐呂間町あたりはそのほかに法定協

議会のほかに、下部組織として約１年半ぐらい前から住民の代表を集めて町の将来を作成

する協議会を立ち上げているんですね。残念ながら佐呂間町を見ますと湧別町が反対にあ

りまして、今上湧別町と飛び地でもやろうというような話になっておりますけれども、そ

れも住民からの動きでは、そういう佐呂間町の人たち、協議会の方たちのメンバーが、今

協力に合併に向かって推進していると。そういうので、広く住民の声を拾えなかったのか

なという反省もしております。 
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それとアンケートの内容でありますけれども、親切丁寧に正直なところ反対ひとつ理由

に取っても、その他を含めて７点、「あくまでも自立を目指すべき」、「もっと大きな合併の

枠組みを考えるべき」、「財政状況の改善が見込めない」、「専門的で高度な行政サービスが

受けられない」、「合併協議が十分でないから」、「町名が良くないから」、本当に配慮を十分

にした住民アンケートだったんではないかなと思いますけれども、かえって多くの住民の

方に細かく分ければ分けるほど戸惑いがあったのかなということを含めて、それとこの住

民アンケートの時期なんですけれども、これはやっぱり再生可能な時期に、強いて言えば

８月ごろにやって住民アンケートの結果が出ましたよと。町名が反対が多かった、十分に

協議ができなかった。じゃあ、町名、住民の方の住民の説明も含めて、この１月、２月に

向かって、再度改めてスタートできるようなことにはならなかったのかなというようなこ

とも思っております。 

それから５点目には、大変ご苦労かけたと思うのですけれども、私どもは協議会に参加

させていただいてますけれども、ただ、一般の協議会の委員さんにとっては、大変重荷に

なった協議会、なおかつ法定協議会ではなかったのかなと。住民の広く代表を選抜して、

選んだはずなんですけれども、これ任意協から、昨日もありましたように法定協に移った

ときに３名の方が辞められるというようなこともありまして、そういうことがありまして、

そういうことがなかなか代表でありながら、かえっていろんな人の代表としての住民の声

を吸い上げられなかったというような気がしてならないんですよね。ただ、協議会の中で

は「一個人としてあくまでもご意見を言ってください。」というようなことが多かったもの

ですから、そういう中での協議さんの苦労は、今顧みますと大変なご苦労をかけたのでは

ないかなと思っております。 

そういう何点をあげましたけれども、その総括の中でこういう問題も含めて、やっぱり

資料を作成とか、そういう検討した結果があるかないか、まず１点お伺いをしたいと思い

ます。 

○議長（柴田喜八君） 行政改革対策室長。 

○行政改革対策室長（佐藤純一君） ただいまの合併につきまして、５点ほどのご質問い

ただきましたけども、まず全体を通して、これを細かく合併協議の内容について継承した

ということは、まだ実施はしておりません。 

ただ、一つずつお答えを申し上げたいと思いますけども、まず１点目の期間が短かった

のではないかという部分につきましては、議員をおっしゃるとおりかなというふうな反省

もございます。 

また、２点目の町名問題つきましても、これも時間の問題ございまして、協議が終わっ

て、住民説明会が１２月、アンケートも同じ１２月ということになれば、現行法の期限が

今年の３月ということなったら、また再度その部分町名問題で取り直して、再度アンケー

トなどを実施するという部分につきましては、ちょっと時間的な部分も難しかったのかな

というふうに思います。 

それから３点目につきましては、今後仮にこういうようなことがありましたら、こうい

う反省も踏まえまして、佐呂間町のような取り組みとかも必要なのかなというふうなふう
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に思います。 

また、アンケートの内容につきましては、客観的に住民の皆さまに判断をしていただき

たいということと、住民の皆さまがどういうようなことを考えているのかということを町

としても把握をしたいということで、できるだけ細かくお答えをいただけるような形とい

うことで、考えたということでご理解をいただきたいと思います。 

また、そのアンケートの実施時期につきましても、まだ合併協議の内容がきちっと決ま

っていない中で、アンケートを町民の皆さまにその部分を問うというのは、またその判断

が非常に難しいのかなというふうなことも考えております。 

最後に委員の皆さまに、この合併協議が重荷になったのではないかということでござい

ますけれども、そのことについては、本当に委員の皆さまにはご苦労をかけたなというふ

うな思いがございまして、今後、仮にまた合併協議などありましたら、このことを踏まえ

た中で取り組んでいきいたというふうに思いますので、ご理解をお願いします。 

○議長（柴田喜八君） 橋本憲治君。 

○６番（橋本憲治君） 特にアンケートの内容については、客観的に多くの声を聞きたか

ったということが、そういう意味では広く多く十分に聞けたとは思うんですけれども、そ

れが広く聞くわりには、なかなかどういう方向に進んでいくのかというのが見えにくい内

容に書いてなかったのかなというような思いもしております。 

それから今室長の方からもありましたように、協議の委員については、機会があればぜ

ひその人たちにご苦労な声もかけていただきたいと思います。 

それから二つ目に、今の報道で合併の流れがばんばん出されておりますけれども、どう

も流れを見ておりますと、推進勧告で揺れる発言を繰り返しておりますけれども、道は「合

併を積極的に推進しますよ。」というような報道があったと思えば、次の日に「強制するこ

とはありません。」という大いに揺れてる内容の記事が載っております。それは道が、今ま

で２１２あった町村が予想として２００６年度の３月までには、１８０から１９０程度に

道内では終わるんではないかと言われているからと思います。そういうことでは、北海道

は合併があまり進んでいないということもありまして、ただ、また来年の３月までには新

しい組み合せも含めて、新合併の構想打ち出していきたいというような道からの声があり

ますし、国の財政のことを考えますと、ますます合併の推進が図られてくるんではないか

なと思います。特にそういう意味で、この近隣町村で津別町が残念ながら合併を断念して

自立に向かっていると。ただ、すぐ発表がありましたように、自立への取り組みは待った

なしですよと。また、厳しい道ですけれども、町民にも覚悟をこれからも求めていきます

よと。佐呂間町についても、合併断念後を湧別町が離脱した後に、上湧別町とすぐ民間レ

ベルで飛び地でも合併を含めて協議している。この一連の報道がありましたけれども、こ

ういう動きがやっぱり自立の中でもやっぱり予算とか、なおかつ、どういう模索があるか

ということを考えていく必要があると思うんですけれども、この辺いかがですか。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） ただいま置戸町との合併を断念した今、将来に向けて即何らか

の対応が必要ではないかというご質問をいただきました。 
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先ほど町長並びに室長から申し上げましたように、今回の予算編成にあたりましては、

昨日の佐藤議員の質問にお答え申し上げましたけれども、今回の置戸町の協議の中でいろ

いろと知り得た情報等に基づいたもの、あるいは昨年の５月にお示しをしました「自立の

道を探る」、あの推計に基づいて行革を行う意味合いも含めて予算編成にあたったつもりで

あります。 

今後の取り組みについて、即対応をというお話しがございました。今回のその置戸町と

の合併の協議を一つの反省材料といたしまして、１７年度入りましたら何人かの議員さん

のご質問にお答えしましたけれども、何らかの組織を立ち上げて、町民の皆さんとまちづ

くりについて話し合いをしながら、よりよい方向性を求めていこうというふうに考えござ

いますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 橋本憲治君。 

○６番（橋本憲治君） ぜひ素早い動きで、即対応をしていただきたいと思います。 

それでは、現行法と新法の違いなんですけれども、ただ、懸念をするのは、どういう新

法の中で合併がもしあり得るんであれば、１万人未満という足かせがありますから難しい

んですけれど、もし２町が再度新しい新法の中で合併をもしクリアできるんであれば、こ

れ新法では５年間の時限立法になっておりますけれども、５年間と言いますと１７年から

２２年以降は切れますんで、合併しても、これまた再度強制合併になるようなことがあり

得るのか、ちょっと１点お伺いしたい。 

○議長（柴田喜八君） 行政改革対策室長。 

○行政改革対策室長（佐藤純一君） 今年４月からの新法につきましては、先ほど言われ

ましたように、平成２２年の３月までの５年間の時限立法ということで、一定の内容につ

いては私どもも把握はしておりますけども、その後、５年経った後の国の考え方などにつ

いては、現在のところ一切示されていないというのが実態ございまして、それ以降のこと

につきましてはちょっとお答えを申し上げられないような状況だということで、ご理解い

ただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 橋本憲治君。 

○６番（橋本憲治君） そうなんだ。新法の中では、再度５年後には新しい合併の推進も

あり得るという話で、ご理解していいんだと思います。そうなりますと、大変ますます大

変になってくるのかなというような気がしておりますけれども、正直なところ、この１０

年間の合併の中には、「おいしいアメ」と言われている合併特例債がありましたし、起債可

能額に言えば、訓子府では４１億円、そのうち３０％カットされても、約２億３，０００

万円ぐらいには両町で使える金だと。また、基金造成費としては１０億４，０００万円を

基金に積みなさいというようなお話がありますし、なおかつ、臨時的経営、財政措置とし

ましては、３，０００万円を掛ける５年間で１億５，０００万円を合併にいろいろなこと

で、財政処置する必要があるということで１億５，０００万円。そういうことを考える大

変残念なことなんですけれども、約これ起債可能額という。結果的には、３０％は借金に

なりますけれども、それを抜いたとしても約８億数千万円ということは優遇を受けられた

のかなと。残念仕方ありませんけれども・・・十分に責任を感じております。そういう意
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味で、ただ、この２町の中ででも、この合併特例債の特に建設にかかわる起債可能額の中

身は、大変今合併どんどん取り進んでおりますので、皆さんが合併特例債を使って、多く

のハード事業を進めていく方向になると思うんですけれども、両町にわたっては、なかな

かこの特例債の優遇措置というのができなくて、中身見ますと、電子計算機の電算の一元

化、二つ目には、牧場の統合とか、それから給食センターの統合というようなものにしか、

なかなか使えないのではないかというようなお話がありました。そういうことでありまし

たら、別に新法の中でも、これから十分にこの機会が両町で生かしていけると思うんです

けれども、そこら辺のところいかかでしょう。 

○議長（柴田喜八君） 行政改革対策室長。 

○行政改革対策室長（佐藤純一君） 新法と旧法の違いにつきまして、大きな点で違いが

あるのは、今議員おっしゃられたその合併特例債がなくなったという部分でございまして、

そのほかの地方交付税の合併算定替ですとか、そういう部分につきましては、若干地方交

付税の部分は、若干年限が最終的に５年間というふうに短縮されてくるような違いはあり

ますけども、実質的には変わらないと言いますか、合併特例債と合併推進の構想以外につ

いては現行法と同じということで、仮に今後の合併があった場合につきましては、この新

しい合併特例法の中での合併協議という形でのメリットというのは、生きてくるのかなと

いうふうに思いますのでご理解いただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 橋本憲治君。 

○６番（橋本憲治君） 広域連合につきましてもありましたけれども、時間的なこともあ

りまして、広域連合はどこまでできるのかちょっと聞きたかったんですけども、飛ばしま

して、置戸町との再度合併はあり得るのかなんていうことで、置戸町とは先ほど助役から

協議会を設けていきたいというお話がありましたけれども、なおかつ、置戸町の方に伺う

と、この議会終了後に５ヵ所で合併結果も含めて、自立に向けて説明していきたいと。そ

ういうような考え方が当町にはないかをお伺いしたい。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） 今後の進め方の中で、置戸町と今後協議をするということは、

まだ明確にお答えをすることはできないかと思います。ただ、本町の内部で今後のまちづ

くりに向けて、何らかの組織を立ち上げ、これは住民の方にも参加いただいた組織で、将

来のまちづくりについていろいろと幅広くご意見を伺うということを今考えているところ

でございまして、今後のその新法による合併の進め方については、先ほどから申し上げて

おりますように、今後の国、道の動きも十分に見定めまして、今後判断をしていかなけれ

ばならないというふうに考えておりますので、その点についてはご理解をしていただきた

いと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 橋本憲治君。 

○６番（橋本憲治君） それでは平成１７年度の予算編成について、基金保有額も含めて

再度確認をしたいんですけれども、４億７，７００万円、それに減債基金を引いて、その

うちの一般分には３億１，３００万円。これを１８年度、なおかつ、財源不足が生じれば、

１億数千万になるのか、今年みたく２億７００万円だったですか、６００万円だったです
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けども、財政不足を手立てをしなければならないということになると、大変１９年度で財

政の調整基金、減債基金が消えてしまうというような結果が、そういう意味であれば、２

０年から赤字団体に転落をしていくというようなことになる。そういう意味で、今の流れ

で３億１，３００万円ですから、そういう考えてよろしいんでしょうか。２年で１億７，

０００万円ずつ、２億ずつ削ったら１９年度で終わりだという考え方でよろしいんでしょ

うか。再度確認したい。 

○議長（柴田喜八君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐藤正好君） 新年度の予算の説明資料等でもつけてございますけれど

も、その基金の残高表をご覧をいただきたいと思うんですけれども、このままの収支の状

態が来年、再来年と続くとすれば、１９年度まではなんとか基金としては持ちこたえれる

のかなということが言えるかと思います。ただ、国の方の動きで、例えば３０％交付税を

削減するですとか、そういったいろんな情報もありますから、それによって大きくこれか

ら変動すると。昨日ございました佐藤議員からのお話もありましたけども、これから行革

によって、どれだけ経費削減が図られるかによっても、また、大きく動くということでご

理解をいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 橋本議員、ちょっと申し上げます。ちょっとさっきの質問は次の

予算編成になんか入ったような気がするんですけれども、そこら辺の噛み合わせ、通告書

の次の・・・。 

 はい。橋本憲治君。 

○６番（橋本憲治君） 時間がなりまして、予算の方入りたいんですけれども、いずれに

しろこうやって進めてきたことに私自身も多くの方からご批判を受けましたし、「国を売っ

た」、「魂を売った」ということも言われましたし、ご批判を十分に受けたつもりでござい

ます。ただ、この財政が厳しい中で、僕はこの合併を進めることが唯一のこの２町の残る

道だという思いで、ここまで合併を進めてきたつもりでございますし、ただ、町長一人に

責任をおっつけるもんでございませんし、なおかつ、ある人から言われば、「議員として、

町議選並みに多くの住民に君たちは理解を得れるような説明したのか。」というようなご批

判も受けておりますし、なおかつ、ある人からは「２年後には、北見して１市３町が合併

になったら君たちが貢献したことは、訓子府の町から議員をなくしたことが最大の貢献で

ある。」というようなジョークも含めて、ご批判もいただいておるところでございます。た

だ、大いに反省をして、これからやっぱり強制、吸収合併に向かうんではなくて、やっぱ

りなおかつ、訓子府町の声をこれからも伝えていきたいと。そういう思いでいっぱいでご

ざいます。 

それでは、予算の方に行かしていただきたいと思います。 

予算編成についてでございます。 

合併が断念をした今、今回の予算は将来に向かって厳しい状況におかれており、予算編

成にあたっては、緊縮型対応は求められると思うが、平成１７年度予算の基本理念をどこ

において対応したのか伺いたい。 

２点目に、事務分掌条例に改正による議案が提案されておりますけれども、９課２室か
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ら７課１室に対する予定だが、機構改革による行政効果がどのようなことが考えられるか、

予算どのように反映されるのか、お伺いをしたいと思います。 

３点目には、道内自治体の職員の基本給の単独での引き下げが進んでいるが、地方どの

ような対応を考えているのか、ご所見をお伺いたします。 

４番目に、道内分権で権限移譲の案が出ているが、道が持つ権限のおおよそ半分、約２，

０００件を早ければ２００６年の春から移譲するとあるが、当町の対応、予算に影響がな

いのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） ただいま予算編成について、４点のお尋ねをいただきました。 

まず１点目の平成１７年度予算の基本理念についてでありますが、平成１７年度の予算

につきましては、別に配付しております予算概要のとおり、平成元年度以降で最小の予算

規模であり、結果的には緊縮型の予算といえるかと思います。 

その要因につきましては、歳入予算の半分を占める地方交付税の減額によるものであり

ますが、ご承知のとおり地方交付税につきましては、使途に制限がなく、自治体の裁量で

使用できるものであり、その財源が激減している現状を考えますと、既存の事務事業のす

べてについて、その必要性等を聖域なく見直しを行い、可能なものから整理していかなけ

れば中期的な財政運営さえも難しいといえます。 

新年度予算の編成にあたりましては、今後、踏み込んだ行政改革を行うことを前提に歳

出では、職員人件費をはじめとする内部経費の圧縮のほか、現時点で廃止・縮小しても影

響の少ないもの、あるいは所期の目的を達成したと判断できる事業の廃止・縮小を、それ

から歳入では、各種検診等の自己負担額の引き上げなど、可能なものから整理すること基

本に進めてまいりましたので、ご理解を賜りたいと存じます。 

次に、２点目の機構改革に伴う行政効果についてのお尋ねでありますが、現行の機構９

課２室を７課１室とする条例の一部改正案を提案させていただいています。この機構改革

の主なねらいとしましては、「課内の協力体制の構築」、「関連する担当係の統合による効率

化」、「処理のスピード化による住民サービスの向上」、「諸経費の縮減」などを想定してお

ります。このような面において、機構改革の効果が十分に現れ、予算の効率的な運営が図

られるよう努めてまいりたいと存じます。 

次に、３点目の職員基本給引き下げについて、お尋ねをいただきましたのでお答えいた

します。本町の職員給与につきましては、昨年１月から課長職の８級適用を休止し、９級

下位２号俸への引き下げと、その他職員の６カ月昇級延伸を断行したところでございます。

この見直しにより、年額約４，４００万円の削減をすることができましたが、この引き下

げ分の効果は将来にわたり継続するものでございます。また、本年３月末日で退職者が８

名おりますが、当面は職員の新規採用を見送り、予算ベースで前年比約９，１００万円の

削減を図ります。このことで残った職員で同じ仕事を処理すると仮定すれば、一人あたり

年で９０万円以上の人件費コストを削減することになります。人件費の抑制につきまして

は、大幅なマイナス勧告が予想されます平成１７年度人事院勧告の尊重をはじめ、各種手

当を含む人件費総体での抑制に努めてまいりたいと考えますので、ご理解をお願いいたし
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ます。 

次に、４点目の道の権限移譲に対する当町の対応と予算への影響についてのお尋ねです

が、道の事務・権限移譲方針案によりますと道から市町村に対して、移譲を予定している

約２，０００項目の権限、それから事務事業については、政令指定都市、中核市、特例市

など市町村の規模に応じた移譲を進めるとされています。移譲にあたっては、特段の条件

がないもの、それから条件整備が必要なもの、法制度の改正が必要なものの３区分に分類

されており、市町村と十分に協議し、同意を得た上で行うものとされております。本町の

ような小規模な町村に対しては、最終的にどれだけの権限が移譲されてくるかはわかりま

せんが、当面３区分に分類された事務・権限のうち、特段の条件がないものに分類された

ものが約７００件ほどあると言われており、これらが先に移譲されてくるものと考えてお

ります。移譲される権限には、移譲に伴う交付金が措置されることとなっているほか、市

町村の行政体制整備を推進することとされています。このようなことから基本的には財政

の大きな影響ないものと考えておりますが、道の作業の進め方が非常に早く、北海道町村

会においても、道に対して市町村の意見を十分に取り入れられるよう、取り入れるよう申

し入れをしているところであり、本町としても慎重に対応してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 橋本憲治君。 

○６番（橋本憲治君） 予算について再度再質問させていただきたいんですけれども、こ

の３年で予算が、４年後には赤字財政に転落するというようなことにありますから、一般

会計の考え方も思い切って５％ないし、１０％の一律カットを目指す、そこからスタート

すると。４０数億円のまず５％だったら、２億数千万円を浮かすんだと。なおかつ、１０％

の４億円をはじめから浮かすんだという大胆な予算づくりの編成が必要になってくるんで

はないかなというような気がします。なおかつ、事業別の課ごとに予算を見て、科目ごと

に予算の編成を見て、これはどうしても手立てをしなければならないというものについて

は、復活をあり得るような予算の編成をしていくような必要があるんではないかなという

思いがするんですけども、こういう考え方はいかがでしょうか。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 今大胆なご質問いただきました。わかりやすく言えば、その方が

いいのかもしれませんけれども、一概に一律カットということは、このやはりちょっとい

ろいろな分野でございますので、カットできるものもあれば、カットできないものもあり

ますので、そういう厳しさで考えますと一律カットと聞こえはいいんですけれども、そう

いうような形で、住民サービスというものは果たして守れるかということ考えますと、こ

れには私どもは納得できるような形にはできませんので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 橋本憲治君。 

○６番（橋本憲治君） 大胆なあれはできないということですけれども、一律カットとい

うのは、幅広く５％から１０％言ったつもりなんですけれども、その中でも特に訓子府は

扶助費については、置戸町にないいろいろな施策をしながら弱者に対して予算を組んでき

たと。ただ、こうなりますと今一般、普通の方が大変な時代なってきているわけですよ。
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そういう中では、なおかつ、そういう大胆なあれが必要なのかなというようなことと、来

年度の予算の編成のありますから、時間がありませんので、職員の給与に入ってまいりた

いと思います。 

正直言って、今、住民の方たちに我慢や削減を求めて、私たちが、なおかつ、行政を執

行する職員も含めて、やはりカットしていかなければ、住民の方たちに対して、やっぱり

「一緒にこの難局乗り切ります」、「財政を健全にしてきますよ」なんていうことは言えな

いと思います。そういう意味で、今国から今年に基本給の５％ぐらいの給与のカットがあ

るんではないかと。基本給の５％の勧告がありそうだというお話がありましたけれども、

この大変な時期でございますから、ぜひなおかつ、それを含めて職員の給与のカットも含

めて、もちろん私たちのカットも含めて進めていかなければならないと思うんです。これ

で今道民の所得が２６５万円という、全国平均で１．２％との全国平均でも２９０万円の

ところ、北海道の経済のことのも平均所得が２５６万円になってる。そんな時代で、今も

う３００万円切きるような、一時は３００万円で過ごせる本が飛ぶように売れた時代が２、

３年前にありましたけれども、なおかつ、今はもうそれを切って、聞けばフリーターが４

１７万人というようなことで、これ８０％方が１０万円以下なんですね。この４１７万円

の中で、そしてなおかつ、そういうことを含めるとやっぱり、まず自ら私たちが示す自立

に向けて３年間の時限立法でも決めて、取り進めていくんだという強い信念がなければな

らないと思いますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） ただいま予算編成の関連で、職員の給与カットのご意見ござい

ました。 

今年に入りまして、道内の市町村で合併が整わなかった市町村、あるいは自立を進めて

いる市町村において、給与の削減のニュースが非常に多く出てございます。先ほど町長の

答弁でも申し上げましたように、本町はそれでは一切手をつけていなかったのかと申し上

げますと、一昨年、留辺蘂、置戸と広域行政を協議する中で、自立をあくまでも前提とし

て協議を進めていたわけでございますけれども、その場合に将来的には非常に厳しい財政

運営は強いられるということを予想し、昨年の１月に職員の給与について、例えば先ほど

申し上げましたように、８級の休止、７級に降級をさせたということと、一般職について

は６月の昇給延伸等の取り組みをいたしました。これは前倒しをして進めてまいりました。

そのことによって、職員の中では年間の収入が５０万円から多い人では６０万円程度年収

が減っているというような状況もございます。そういうことで、本町は前倒しで職員にそ

の給与減額についてご理解をいただいたということで、このことについては、橋本議員に

もご理解をいただきたいと思います。 

先ほど町長の答弁の中でも申し上げましたけれども、今年の人事院勧告はさらに厳しい

勧告が出るものというふうに予想されます。そういうこともございまして、さらに人件費

の削減を図っていくことになりますし、職員の不補充ということで、職員の数が今の条例

では１２１名の定数に対して、今年１００名を切るぐらいまで職員を削減し、その分現有

の職員で住民サービスにあたっていこうということで、今職員一丸となって町長中心にし



 - 104 - 

て、住民サービスの徹底に進んでまいるつもりでございますので、その辺ご理解を賜りた

いと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 橋本憲治君。 

○６番（橋本憲治君） いずれにしろ苦しいことには変わりありませんし、私たち商業者

にとっても、この職員の給与には地域経済の影響をすごく受けるわけです。そういうこと

からみても厳しい選択だと思いますけれども、ただ、最後に商品券とか、いろいろなとこ

ろで、どういうような給与に反映させるのかわかりませんけれども、ぜひ、この地域経済

のそういうことがあれば経済が冷え込むわけですから、そういうことも含めて、お返しに

は商品券の利用を検討していただければと。 

以上を持ちまして、私の質問を終わらさせていただきます。 

○議長（柴田喜八君） 橋本憲治君の質問が終わりました。 

 ここで休憩に入ります。１１時１５分から開会いたします。 

 

休憩 午前１１時０２分 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長（柴田喜八君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

 次は、渡邉易右エ門君の発言を許します。 

 ４番、渡邉易右エ門君。 

○４番（渡邉易右エ門君） 通告書に従いまして、私は町営牧場の管理運営についてお尋

ねいたします。 

 町営牧場が完成してから３０数年を経過しましたが、最近の管理運営の実態と将来展望

についてお伺いいたします。町営牧場は、本町酪農を飛躍的に発展させるために必要不可

欠の施設とし、巨額の費用と数年の歳月を費やして完成したものでありますが、最近の動

向を見ますときに町営牧場の陰りが生じつつあるような印象を受けるのであります。 

そこで私は第１点として、入牧頭数の推移でありますが、本町の牧場は９１０頭あまり

の放牧が可能な大規模なものとして発足いたしましたが、ここ数年減少の傾向にあります。

町内の飼育頭数が減少しているのであれば、それなりに理解いたしますが、飼育頭数は横

ばいであると承知しております。このような推移をたどるならば、将来は遊休施設、ない

しは課題施設となる恐れもあるわけであります。そこで入牧頭数がどのような理由で伸び

悩んでいるのか、また将来の頭数確保について、どのような方策を講じようと考えておら

れるかお伺いいたします。 

第２点目は、増体量の問題であります。牧場が開始した昭和４４年代から５０年代あた

りは、１日の増体量は８００グラムと発表されていましたが、最近のデータによりますと

６００グラムぐらいであるとなっております。期待したほどの増体をしないのであればと

いうことで、入牧頭数が減少したとも考えられます。増体量の減少は、突然に出たもので

はなく、ゆるいカーブを描きながら下降線をたどっております。この原因は草地にあるの

か、また牛に原因があるのか、減少の理由をどのように分析しておられるか、また向上対
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策としてどのようなことを考えておられるか、お伺いいたします。 

第３点目は、入牧料金の問題であります。牧場の使用料金は、利用者からの観点に立つ

と増体量に見合うものかどうか、つまり弱齢牛で１カ月５，１００円、その上が７，５０

０円の料金を支払い、増体量の金額をそれを上回らなければ料金は適正と言えないと思い

ますが、現行の使用料金は適正と考えておられるかどうか。 

以上、３点についてお伺いをいたします。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） ただいま町営牧場の管理運営についてお尋ねをいただきました。

お答えをいたします。 

 まず、１点目の入牧頭数の伸び悩みに関するお尋ねですが、夏期のみの預託となりまし

た平成元年度から入牧頭数の推移を見ますと平成元年度に５０５頭でしたが、その後伸び

つづけ平成９年度の８９３頭をピークとして減少傾向となり、平成１５年度は６４６頭ま

で落ち込みました。しかしながら、今年度は酪農家のご協力の下、７６５頭まで回復して

おります。伸び悩む一番の要因としましては、町内の入牧対象月齢牛の減少が上げられる

と認識しております。今後は入牧頭数の確保に向け、牧場互助会や農協などと連携し、PR

活動に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいた

します。 

 ２点目の預託牛の増体に関するお尋ねですが、現在町営牧場においては、入牧時と退牧

時の体高測定のみで体重測定は停止しておらず、また、ここ数年預託者から増体に関する

苦情がなかったため、対策等について検討した経緯はございません。今後、預託者からの

増体に関する意見を聞くこととしますが、要因としては、牧草の栄養価が大きいと考えら

れますので、引き続き雑草の処理、それから土壌分析に基づく施肥等について実施をして

まいりたいと考えております。 

３点目の牧場使用料について、近隣の牧場と比較して安くはありませんが、適正な飼養

管理に努力しており、現行料金でご理解をいただいているものと認識しております。町財

政が厳しい中、健全な収支バランスとなるためには、入牧頭数の確保が最優先と考えてお

り、一層努力してまいりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（柴田喜八君） 渡邉易右エ門君。 

○４番（渡邉易右エ門君） 今町長の答弁にもありましたが、私は増体量しかここで聞い

ておりませんでしたけども、やはり受胎率も当然当初より見ると下がっている。これは、

私今ここでお聞きしたいのは、今もうこれだけ経った牧草地が更新はされましたけども、

それもやはり肥料の投入だけで、化学肥料だけの投入できているから土壌が大変傷んでき

ていると。そういった中で、今立派ないい土壌改良剤がどんどん出ておりますので、そう

いった中で土壌改良しながらやはり増体、そして、受胎率も上げていただきたいと。そう

することによって、私はこの料金というのは適正だなというようになると思うんです。だ

けども、今見ますと受精回数ですか、これちょっとお聞きしたいのですが、初回受精で何％、

それから退牧時に総体で何％ぐらいなってるか、ちょっとわかれば教えていただきたいと

思います。 
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○議長（柴田喜八君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（山内啓伸君） ただいま受胎率のご質問ございましたけども、１回でつ

いたという牛につきましては、総体で２００頭中、１１８頭ということで、５９％という

形になっております。あと戻りまして、牧場で確認できた受胎率というのは、今年につい

ては、４７．７％。ただ、これについては戻ってからの確認のものは入っておりませんの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 渡邉易右エ門君。 

○４番（渡邉易右エ門君） 今お聞きしましたけども、若牛であればやはりこの初回が６

０以上７０近くまで本来であればならないとならない。それが２回、３回になると、これ

は退牧時は４８％ぐらいですか、やはりここに原因がある、私はそう思うんです。ですか

ら、土壌改良をしていただきたいと。それがために、今年は予算を見ますと部品購入費と

してトラクター中古だと思うのですが、これを入れてもらうということになったわけです

から、そういう安全な機械を入れてもらったので、そういう傾斜地を十分にそういうあれ

を更新していくというか、土改剤を使ってもらって上げていただきたいと思いますので、

お願いいたします。 

私もいろいろなことをまだまだお聞きしたいことがあったとは思うんですけども、そう

いうことでやりますということですから、私の質問をこれで終わります。 

○議長（柴田喜八君） 渡邉易右エ門君の質問が終わりました。 

 次は１番、田中與士信君の発言を許します。 

 田中與士信君。 

○１番（田中與士信君） 私は、置戸町との合併協議が不調に終わって一段落ついたとい

う状況の中で、今後どのようなまちづくりをするか、それについての行政運営をどうする

かという点で、何点かにわたって質問を通告しています。そういう見地からお伺いいたし

ますので、各種の質問に対しての所見お願いをしたいと思います。 

まず、ここにお示ししておりますように、現在まで国の政治、経済政策を起因とする各

種の制度改正が多くの分野にわたって実施されようとしています。地方行政の分野では、

三位一体の改革と称する制度改正が行われようとしておりまして、その中で特に大きいの

が地方交付税の削減、それの大きなねらいとなっております市町村合併、これらが勧めら

れようとしてる。これらの制度改正が、住民に対する国の制度改正の結果、新たな負担の

増加や対応を地方財源縮減の対策をせざるを得ないという、そのような困難な状況を生み

出しているというのが今の実態だというふうに考えています。 

そういう点から、まず１点目に現在国が実施をしている地方行政の政策、あるいはいろ

いろな対応、これらに対する評価、町としての評価、あるいは地方行政を担う首長として、

どのようにこれらを評価しているのか、あるいはどのように考えておられるのか、所見を

伺いたい。特に三位一体の改革と地方分権、それから市町村合併。これらについては、深

見町長なりの見解をお願いしたい。 

それから２点目に地方自治、地方行政の本来あるべき姿、理想、理念についての所見を

伺いたい。 
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３点目に、住民こそ主人公。地方自治の原点は、住民が主人公だということから本来運

営されるべきでありまして、その点から言いますとまちづくりは住民が主役であると。こ

れを基本にして、行政施策に住民の意向を積極的に反明させる。このような方策をとるべ

きだというふうに考えています。そういう点から考えますと、今までどうもそういうよう

な状況にはなかなか至らないというようなことだったのではないかと。それでここにも示

していますように、私は常設型の「仮称まちづくり検討会」というようなものを作って、

継続的にまちをどうするかということを検討する。あるいは、定期的に住民がどのように

行政を運営してほしいかというような意向調査。これを行うというようなことが必要なん

でないかというように思っているのですけれども、それらについての所見を伺いたい。 

それから４点目に、町にとって、現在、将来、必要な事業への対応、対策としての産業、

雇用、教育、福祉、これらの施設整備などを計画的に行えるようにすべきではないかとい

うように考えています。そういうことから考えますと、総合計画を近いうちに作らなけれ

ばならないというような状況もありますので、当然こういうことも必要になるんでないか

と思うんですけれども、それらについての見解を伺いたい。 

その中で、特に核になる町民、それから行政の担い手である職員の養成に、私は研修が

必要でないんでないかというふうに思っていますけれども、研修機関への参加と派遣、あ

るいは奨学制度。これらを考えるべきでないのかなというふうに思うんですけれども、こ

れについての所見を伺いたい。 

それから二つ目に、現在ほとんどの金融機関が限りなくゼロに近いというような金利状

況になってます。このような状況の中で、住民たちが財政に参加をする制度、これを考え

てもいいんでないのかと。あるいは、お金が地域で回転できるような仕組み、地域通貨制

度、これらも考え方に値するものなのかなというように考えるんですけれども、これらに

ついてのような所見をお持ちなのか伺いたい。 

それから５つ目に、今のあわさる部分もありますけれども、規制緩和構造改革。これら

に伴う新しい動き、流れがどんどん起きてます。そういうような中で、この地域にあわせ

た地域を生かせるような、そういうもの取り込むという、あるいは、そういうもの政策化

すると。これ必要でないのかなというように思います。また、先ほども、広域行政の取り

組みの話が出てました。特に置戸との関係で言いますと、合併協議も含めた中で、給食セ

ンターの運営の話や火葬場の運営の話、あるいは牧場の運営の話。これらが検討されてい

るわけですけれども、そういうものも含めて、具体的に広域化、広域行政を進める必要が

あると思いますので、その点についてどういうふうに考えているのかなという観点から、

ここに３点ほど質問通告してます。 

まず①として、現在の政治情勢、経済情勢の変化に住民生活が直接、間接大きな影響を

受ける事案に充分サポート対応できる職員が求められると。そういう点から言いますと、

住民の要求に答えられる知識や意識を養成する機会を日常普段に追求できる職場環境。こ

れを構築する必要があるんでないかと思うんですけれども、財政困難な状況が現在では職

員の向上心や意欲を萎縮させていないか、町民にとって職員はまちづくりの大切な担い手

の当事者である、財産であると。こういう意識と評価をされる環境づくり、これも行政執
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行者の責務でないかと思うんですけれども、これについて所見を伺いたい。特にこの合併

についてのアンケート結果の集約を見ますと、どうもそういうふうに評価されてないとい

うのが圧倒的に多いと思いますので、この点についてどのように考えておるのか伺いたい。 

それから②として、１７年度予算では東京等の長距離出張。これらが中止になっている

と。そういう予算編成になっていると聞いていまけれども、事実関係について確認をした

いと。 

それから３つ目として、不透明な時代、幾多の困難を抱える時代だからこそ、新しく開

かれる時代に備えた蓄積と準備が必要でないかと。その最大の要素は人づくりでないかと、

私は考えています。今いる職員の見識、資質を高めるソフト面での充実。これは非常に重

要だと思いますけれども、そういうことを考えますと、場合によっては長距離、長期の旅

費支出も必要でないかと。そのように思うですけれども、これらについての所見を伺いた

い。 

以上です。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） ただいま今後のまちづくりと行政運営について、大きく５点のご

質問をいただきました。 

まず、１点目の現在国が実施してる地方行政の政策等に対する評価と所見についてであ

りますが、三位一体改革にせよ市町村合併にせよ、国の財政再建のために講じられている

政策であると認識しております。この状況が続きますと、本町をはじめとする小規模市町

村の財政は極めて危機的な状況になるのは明白でありますので、全国町村会等の組織を通

じ、国に対し強く改善を求めてまいりたいと考えております。 

次に、２点目の地方自治、地方行政の本来あるべき姿等についてでありますが、地方公

共団体の役割は、住民の福祉の増進を図ることが基本でありますが、住民が安心・安全に

暮らせるまちづくりをできるような財源を有していることが前提と言えます。そうした意

味で申しますと、近年はその前提が崩れようとしておりますので、地方自治そのものが危

機的状況に直面していると言っても過言ではないと感じております。また、地方行政は住

民の日常生活に直接かかわるものでありますので、住民の顔が見える行政を基本におくべ

きものと考えております。 

次に、３点目の行政施策に住民の意向を反映させるため、まちづくり検討会議の設置や、

定期的な意向調査を実施すべきとのお尋ねにつきましては、厳しい財政状況であればある

ほど、いかに限られた財源を有効に使っていくかが重要となりますので、事業の選択ある

いは実施する事業の必要性や緊急性の判断を客観的に行っていくことが必要となってまい

ります。これからのまちづくりは、従前以上に町民の理解と協力が不可欠でありますので、

町民の意向の把握を含め、従前の枠組みと違った形での取り組みを今後検討してまいりた

いと存じます。 

次に、４点目の将来に必要な各種施策や施設整備を計画的に行なえるようにすべきとし

て、２つのお尋ねをいただきました。 

１つ目の将来中核をなす人材の養成に必要な研修等への派遣や奨学制度の設置について
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でありますが、訓子府町の将来を担う人材の育成は、大変重要なことであることから現在、

産業後継者育成基金の活用による商業及び農業後継者の先進国視察研修への助成のほか、

各種青年活動に対しましても支援行っているところであります。しかしながら、こうした

取り組みに十分というものないと考えておりますので、今後限られた財源の中で費用対効

果の検証しながら、より効果的な人材育成策を検討してまいりたいと考えておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。 

次に、２つ目の財源対策としての住民等の財政参加、あるいは地域通貨制度の導入につ

いてでありますが、まず町内外の個人、団体を問わず町が募金を受けることは、寄付金の

ように返還しなくてもよい場合を除き、起債にあたりますので地方財政法上、これは不可

能だと思います。また、地域通貨につきましては、全国的に導入されている事例を見ます

と、福祉、環境、商店街の活性化などを目的にボランティア、あるいは、また NPO 法人が

主体となって行っているのが多いように見受けられますが、自治体の財源策として考えた

場合には、まだまだ課題の多いものと理解をしております。 

次に、５点目の地域特区制度や広域行政の具体的取り組みに関し、三つのお尋ねをいた

だきました。 

１つ目の職員の知識や意識を養成する職場環境づくりと執行者の責務についてお答えい

たしますが、世界経済の目まぐるしい動向や厳しい行財政のもとで、財政の健全化に努め

ながら住民のニーズに対応する行政の基本は、まずはじめに町職員の能力の向上であり、

やる気をはじめとする意識改革が必要と認識を持っているところでございます。職員の資

質を向上させるための研修制度につきましては、新年度から従前の専門研修に加え、職員

が自主的に企画立案する自己研修型の手法も取り入れ、研修制度のあり方見直したいと考

えております。 

また、住民団体などが主催する勉強会や行事に職員が積極的に参加し、町民の皆さんの

考えやニーズを把握し、共にまちづくりに汗する「協働の精神」を身につけるなど、いろ

いろと工夫をする必要性も感じております。 

次に、２つ目の長距離出張の旅費削減について、お尋ねをいただきましたが、職員にか

かわる旅費につきましては、必要最小限にとどめるため、削減を行ったものであり、距離

の長短で削減したものではございません。ただ、各種委員の道外研修旅行の旅費などは思

い切って削減させていただいておりますので、ご理解をお願いしたいと存じます。 

次に、３つ目の職員の資質向上と旅費の関係についてでありますが、先ほどもお話した

とおり限られた予算の範囲内ではありますが、自主研修型として距離にかかわらず、実施

してまいりたいと考えております。さらに、状況に応じて必要な出張につきましては、こ

れからも予算の工夫をしながら対応してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） ここで昼食のため休憩いたします。 

午後は１時から開会いたします。 

 

休憩 午前１１時４６分 

再開 午後 １時００分 
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○議長（柴田喜八君） それでは定刻になりました。休憩を解き会議を継続いたします。 

田中與士信君。 

○１番（田中與士信君） 昨日から今日にかけて、合併にかかわっていろいろな意見があ

りました。 

先ほど国の実施をしている地方行政の評価の関係で、国の都合というお話が出ました。

私もこれでぜひ確認したいと思うんですけれども、今回の合併は、地域住民が必要として

自ら望んで推進をした、そういう本来合併でなかったと。そのことに、うまくいかなかっ

た最大の要因があるだろうと。町は望んでるんでないか、あるいは必要なんでないかとい

うことで、いろいろな手続きや政策をとったんですけれども、結果としてはそうでなかっ

たということだと私は思っています。そういう点で改めて聞きたいのは、そこら辺の認識

がどうだったのかと。それからもう１点、新法での選択について、いろいろ言及がありま

した。それらについて一連の発言聞いてますと、当面は自立の方針だというお話がありま

したので、それはそれだと思うんですけれども、ただ、私は制度上も２年以後、要するに

平成１９年の４月には、住民の審判を受けると、選挙の機会で政策選択を求められるとい

う機会があるわけですから、そういう点から言いますと、２年後の町民の選択を待つとい

うのも一つの方法でないかという点では、そこら辺も明確にした方がいいのではないかと。

一連の発言聞いてますと、どうもどんな気がするんですけれども、それについての考えを

どんな考えもってるのか伺いたい。 

それから、あと３つ目の住民こそ主人公ということで、まちづくりのための常設の検討

をするための会議ですね。そういうものを持つべきでないかと。それについては、今まで

と違って異なった枠組みで、運営の意向を示されました。それにあわせて、私の方で提案

したのは、職員の地域の分担制。これをぜひ入れていただきたい。事務局的な仕事、ある

いは地域の意見を集約、あるいは補助すると。地域との連結役として、そういう組織編成

と言いますか、そう役割を持った対応をすることが必要なんでないかと。住民の信頼を得

るという点では、大事なんでないかというように考えます。そういうことから、ぜひ、来

年以降、総合計画を樹立するにあたって、それらも視野に入れて、ぜひ、そういう段取り

ができるような構えを持っていただきたいなと。それについて、所見を伺いたい。 

それから４つ目なんですけれども、私は町にとって現在も将来も必要なことだと言いま

すと、いかに生産人口確保するかということが町の将来の帰趨を左右するというように思

うんですけれども、そういう点から言いますと、雇用につながる産業をどうやって育成し

ていくかと。これには２次産業、あるいは１．５次産業、２．５次産業と考え方によって

は、とにかくこの地域の特色を生かした産業を雇用につながる、そういうものを育ててく

と。それが町の将来の発展につながるというように考えています。そういうことを考えま

すと、今のお金のない時代ですから、いかにその財源の確保だとか、計画的にやるかとい

うことが大事になるだろうというように考えてますので、そういう点で今までの発想では

なかなかそういうことまでつながらないと思いますので、意識改革が必要なんでないかと

いうように考えてます。そういうことから、以降につないで聞きたいんですけれども、ま
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ず、研修の関係では、費用と効果の関係で研修にかかわるいろいろな対応するというよう

なお話もありましたので、そこら辺はそういうことだろうなというように思いますけれど

も、先ほど申し上げた財源対策で、住民のあるいは住民だけに限定しないで、財政参加の

制度を導入すべきでないかというようなことでお話をしましたけれども、これについては

今の制度上不可能でないかというようなお話がありました。しかしながら、可能にしてる

ところもあるんですね。特定の目的を持って、このために皆さんから投資と言いますか、

一口いくらで寄付をお願いしますと言いますか、募集をしてるというのが、ニセコ町がま

ちづくりにかかわって寄付金の募集条例つくってます。それから下川が町有林の運営、あ

るいは整備などにかかわって、新しく今の議会で寄付金を募る、一口１万円の条例整備の

ための提案をしてます。そのようなことで、まるで地方自治法上不可能であれば、そうい

う発想も浮かばないわけでして、これらがなぜできるかと、あるいはどうやったらそうい

うことが可能なのかというふうに、柔らかく考えれるそういう職員が必要なんでないかと、

これから。そういう点でいえば、その研修と言いますか、広い視野を持つ、そういう機会

を持てるようにしていくべきだというように思っていますので、ぜひ、そこら辺はどんな

状況でこれらの制度を導入しているのかということも含めて勉強してほしいと思います。

それから借入金、寄付金を募って基金をつくるというだけでなくて、借入金制度で財政難

を乗り切ろうという提案も生まれてます。これも債務負担行為を起こすことによって可能

だというようなこともありますので、従来やっぱりその行政の枠組みではなかなか考えら

れないことがやろうと思えばできるんだと。住民にとってどういう制度が役立つのかと、

どうやることが生きるのかという観点で、可能性を探っていくと。そういう立場にぜひ立

ってほしいなというように思うんです。そういう点で、そういう職員の養成をぜひお願い

をしたいなと思います。 

それから先ほど申し上げましたけれども、広域行政に絡んで、給食センター、それから

火葬場、牧場について、かなり隣町の置戸とは広域行政は可能でないかというお話があり

ましたんで、これらについても、あまり間をおかないで具体的にどうやったらできるのか

と。やる方向で検討して詰めてくと、問題がある部分は、それらを一つひとつ解決してい

くという取り組みをぜひすべきでないかというように思います。 

それから５つ目、大きい５点目にかかわってちょっと聞きたいんですけれども、職員の

研修を自己研修型にすると。なかなか先ほど申し上げましたように、従来の地域概念、あ

るいは固有概念では、自己研修の成果と言いますか、どうしても限定されると。そういう

点から言いますと、広くものを見る、広い地域を見ることができる視野がどうしても必要

なんでないかというように思ってるんですけれども、今の町の職員の状況から言いますと、

なかなかそこまでも至ってないし、その行政の枠中で、縦割りで守りの行政をなんとなく

強いられているというようなことが目に見えてると言いますか、そんなようなことでちょ

っとなかなか時代にあわないのではないかなと思ってるんですけれども、そういう状況の

中で特に最近感じたのは、町の重要な幹部職員が定年前に退職するというようなことが、

去年に続いて今年も起こるという話を伺ってます。これは本来でありますと、いろいろな

経験を積んで職員を育ててもらう、そういう当然方だと思うんですけれども、その方がい
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ろんな都合ありましょうけれども、一つの区切りを待たずして区切りをつけるというのは、

正常な形でないと私は思ってます。そういう点からいうと、今の行政の中に十分に人心も

掌握できてないし、職員も掌握できてない。あるいは、むしろ逆に職員との決別を宣告さ

れるというような状況になってるんでないかと思うんですけれども、そこら辺についての

現状認識について伺いたい。 

それからもう１点、再任用制度が条例化されています。今までの状況から言いますと、

職員が定年で退職されましてから年金の支給期間までの間、保管することのできる制度と

して条例化までしたわけですけれども、それも活用できないというような状況になってい

ます。これは町の責任とはいえないと思いますけれども、少なくとも役場の今まで長い間

勤めた人にしますと、そういう制度をつくって、本来年金まで継続して、何とか家族を支

えると思ってるのが予定くるうわけですから、そういう点から言えば、今の状況というの

はあまり正常でないのでないんでないかと思うんですけども、これもあわせて認識を伺い

たいなと思います。 

それからずっと私が一貫して申し上げてるのは、人づくりが大事だと、これからは。そ

ういう点で人をどうつくるかと。いろいろ参考なることたくさんあると思います。武田信

玄が、「人は石垣、人は城」、要するに人を大事にすることが国を守ることにつながるとい

うことで、そういう点での非常に大きな能力の咲いたと。それがもう少しで天下取りがで

きるという状況まで至ったと。やっぱりそういうその一つの教訓と言いますか、そういう

ものを学ぶ必要があるんでないかという点で、どんな見解をお持ちなのかと。 

それからもう１点、歴史に絡んでお伺いしたいんですけれども、その行政改革は今まで

過去からいろいろやられています。例えば江戸時代などは「享保、寛政、天保の改革」が

行われましたし、小さく見ますと、確か小泉政権ができたときに「米百俵」の話が出まし

た。これらの改革の中で、成功したのと成功しない例を見ますと、いわゆる住民を巻き込

んで、住民を幸せにするという観点で、改革を行ったのかどうかということが、一つはそ

の成功決める境になったんでないかと。私は特に上杉鷹山が「藩政の改革」をやったとき

に、これはもう間違いなく成功例だと言われていますけれども、少ないお金の中で楮や三

椏を植えたと。一大、和紙の産地にしたというようなことで、住民が幸せなることが、藩

の財政も潤し、藩もその立ち直れると。やっぱりそういう観点が大事だろうと思いますん

で、そういうことも参考にして、ぜひ、まちづくりを進めていただきたい。 

そういう点で所見を伺いたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 助役。 

○助役（宮川伊三男君） それではすべてのご質問に的確な答弁になるかどうかわかりま

せんけれども、私の方からまずご答弁を申し上げたいと思います。 

まず１点目で、今回の合併につきまして、住民が望んでいたということで合併を進めて

きたけれども、そうではなかったという点について、どうかというご質問だったと思いま

すけれども、田中議員もご承知のとおり、この合併問題につきましては、当初自立という

観点に立って３町で協議会をつくりました。その後、国と言いますか、地方制度調査会の

最終答申に基づきまして、合併やむなしということで、合併の協議を進めてまいりました。
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一貫して申し上げてまいりましたのは、合併するかあるいはしないかは、町民の皆さんの

ご意志を尊重する形で当初から進めてまいりました。この一連の流れの中で、アンケート

の結果、住民の方々がいろいろと理由はありますけれども、合併反対の意見が多く出され

たということで、ここに至っておりますので、その点についてご理解をいただきたいと、

そのように思います。 

２点目の新法での合併について、いろいろと論議はございますけれども、地方選挙、特

に訓子府町の場合は、統一地方選挙で行っておりまして、１９年度４月にこの次の選挙を

迎えるわけございますけれども、そのときにこの合併についての真意を問うことが望まし

いんでないかというようなご意見をいただきました。これは確か、このあとこの１７年度

に入りまして、国が新しい法律に基づいた指針を７月頃に出されるんでないかという情報

もございます。それに基づいた道の方針も１８年度中には出されるだろうという動きの中

で、そこら辺を十分視野に入れながら、今後田中議員さんのご意見にございますようなこ

とも含めて、いろいろと協議を進めていかなければならないと、そのように思ってござい

ますのでご理解をいただきたいと存じます。 

それから３点目で、常設のまちづくり検討会議ですか、というようなものを住民が主人

公であるということもございまして、職員の地域分担制って言いますか、そういうのも含

めてご意見ございました。先にご質問をいただきました議員さんのご質問にもお答えを申

し上げてきましたけれども、この検討会議的な部分についても、前向きに検討したいと思

っておりますし、この地域分担制についても、非常に貴重なご意見をいただきましたので、

この件についても、今後検討させていただきたいとそのように思ってございます。 

それから、生産人口の確保のために雇用につながる産業の育成を図るべきでないかとい

うことで、それに絡んだ職員の研修、あるいはその関連でニセコ町、あるいは下川町の寄

付条例の例も出されておりましたけれども、これも貴重なご意見をいただきました。この

ことについては、本町のまちづくりに欠かすことのできない問題でもあろうかと思います

ので、この件についても今後いろいろと勉強、検討させていただきたいと思います。 

それから広域行政ということで、置戸町とこの合併協議の中で出ておりました給食セン

ター、あるいは火葬場、それから牧場の例を出されてご意見をいただきましたけれども、

これは、このほかにも今まで進めております北見市を含めた広域行政も含めて、今後、効

率的な行政の運営のためには必要なことと思いますので、これもこの点についても前向き

に今後検討協議をさせていただきたいと、そのように思ってございます。 

次に５点目で、職員の研修の問題も含めて、たまたま昨年、そして今年と定年前に退職

をされる職員が出てございます。今年の退職するお人につきましては、退職後に自分がや

りたいという何かこう仕事もあって、辞める方がお一人おりまして、そのほかの職員につ

きましては、そのようなこともなしにこの３月で辞めたいというお申し出がございました。

非常に貴重な人材でもございますし、町長も含めて慰留に努めたわけでございますけれど

も、本人の意思が非常に固くて、退職の申し出を受けざるを得ない状況になったわけござ

いますけれども、これが職場環境の問題等々だとするならば、非常にわれわれも反省をし

なければならないというふうに思ってございます。そういう点については、今後、いろい
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ろと職員の皆さんの気持ちも聞きながら、働きやすい職場環境をつくってまいりたいと考

えてございますので、その点についてご理解をいただきたいと存じます。 

それから６点目に、再任用制度の活用の問題についてご指摘をいただきました。再任用

制度については、１４年か、１５年に条例を制定をいたしまして、今まで再任用という形

での職員の採用は一度も行ってござません。他町の状況見ましても、今厳しい雇用状況の

中で、再任用という条例に基づいた職員の採用については、非常に社会的にも好ましいこ

とではないのかなということで、今までこれに対しての取り組みをしてございません。そ

の状況は今も変わってございません。退職する、定年退職する職員については、生まれた

生年月日、生まれた年によって年金の開始違いますけれども、今の状況から言いますと、

退職時に、例えば６３歳から年金をもらえるとすると、その２年間については、比例部分

については年金の支給があると。約半分近くの年金の支給があるというような状況にござ

います。それらも含めまして、今の財政状況から過去に行ってまいりました。嘱託による

雇用等も非常に厳しい状況ということで、その対応についてもできない状況になっている

ぐらいの厳しい状況で、退職される職員の方には非常に大変な思いをかけるわけですけれ

ども、ここら辺についてもなんとかご理解をいただければというふうに思ってございます。 

７点目、あるいは８点目で、歴史に基づいた人づくりの大切さについてのご意見をござ

いました。私もちょっと勉強不足で、ここら辺のことは十分に承知してございませんけれ

ども、人を大切にすることが国をつくるという、これは確かに私もそのとおりだというふ

うに思ってございます。今後、いろいろと職員を育てる中で、十分ここら辺のことも念頭

に入れて、また議員さんの方々のご指導等も受けながら前向きに取り組んでまいりたいと

いうふうに考えてございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 田中與士信君。 

○１番（田中與士信君） 時間がありませんので、次に移りたいと思います。 

ふるさと銀河線の存続問題が、今月の２１日って言いましたか、確か関係者協議会が開

かれると。それで結論が出るんでないかというのが、大方の見方と言いますか、そのよう

な状況になっているというふうに伺ってます。今になって、銀河線を存続してほしいとい

うようなことで、いろいろな声も出ていますし、それから、町長も常々おっしゃっておら

れるように、高齢化社会での交通弱者対策、あるいは環境問題、それから長い鉄道の鉄路

としての存続の歴史。これらを考えると、もうちょっと考える期間があってもいいのでは

ないのかなというような、私がそんなふうに考えてるんですけれども、それについて所見

を伺いたい。 

それから銀河線存続に向けた、先ほど申しあげましたようにいろいろな動きが出てます。

なかなか鉄路の採算だけでは、今の状況で言いますと、運営することが困難だと。そうい

う状況の中で、地域の振興とあわせて銀河線を残そうという着想と言いますか、それらが

いろいろあるわけですけれども、陸別町長がこの存続に向けて行った発言や身近なところ

では、訓子府の東幸町の及川さんが地元の農産物の利用、あるいは販売などと絡めた銀河

線の利用による存続、あるいは全国の住民からお金を集めて、そのお金を必要なところに

１％のほどの金利でその貸し付けると。それによってその利益で赤字を少しでも埋めてく
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というようなコミュニティ・ファンド構想などいろいろ出てるんですけれども、いずれに

しても、特徴は運営採算の分野だけでない違った観点からの、あるいは視点からの着想だ

ということで、可能性があるんでないかと思うんですけれども、そういう点で言いますと、

これらの構想と言いますか、着想をどのように評価するか伺いたい。 

それから先ほどちょっと伺ったんですけれども、ふるさと銀河線存続に向けて資本参加

してもいいというような話もあるというふうに伺ってます。これはどの程度具体的で、そ

んな話がどんなふうになってるのかちょっとわかりませんけれども、そういうこともある

んだということを前提に、ぜひ急ぐべきでないと私は考えてるんですけれども、それにつ

いて所見を伺いたい。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） ただいまふるさと銀河線の存続問題について、２点のお尋ねをい

ただきました。 

まず、１点目の環境問題や交通弱者対策等踏まえると結論を急ぐべきでないのではとの

お尋ねでありますが、議員ご指摘のとおり、長い鉄道の歴史や環境問題のほか、生徒やお

年寄りなどの通学・通院の交通機関であること。さらには、廃止の場合のまちづくりその

ものへの影響を考えたとき、可能なものであるならば、残したいという気持ちは私自身も

強く思っております。しかしながら、行政報告や小林議員の一般質問の中でもお答えしま

したとおり、第３セクター鉄道であることと、確実に発生する赤字を誰が埋めるかという

現実を考えたときには、結論の先送りはすべきでないと考えております。 

次に、２点目の個人、団体から出されている各種提案に対する評価につきましては、そ

れぞれふるさと銀河線をなんとしても残したいという真剣な思いからの提言であり、感謝

しておりますし、その実現性について真摯に検証しなければならないと考えております。 

なお、陸別町長からの提案につきましては、行政報告しましたとおり、現在もともとの

提案者である民間会社の経営者に対し、疑問点を紹介している段階でありますのでお答え

はできませんが、今までいただいた提言については、法的問題がないか、沿線市町が財政

的に耐えうるものか、さらには実行した結果、万一大きな損失が生じた場合には単なる責

任問題では済みませんので、それなりの確実があるかについて検討しております。また提

言の中には、銀河線というよりもまちづくりの構想として興味のあるものもございますが、

これについては民間が主体となり、検討が進められていると聞いておりますので注目をし

ております。 

以上、ふるさと銀河線の存続問題ついてお答えをさせていただきましたが、いずれにし

ても、今月中には存廃の結論が出されることになっておりますことをご理解いただきたい

と存じます。 

○議長（柴田喜八君） 田中與士信君。 

○１番（田中與士信君） 今の沿線自治体のどうも動向をお伺いしますと、この後の関係

者協議会で結論を出すというのが、どうもその一つの空気になっているというような状況

だそうでして、そういう点から言いますと、銀河線の中でも比較的利用客の多い訓子府町

長がどう考えるかということが、場合によったら検討する期間を若干延ばす可能性を持っ
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ているんでないかと。そういう点からお伺いたいんですけれども、先ほどのお話もありま

したけれども検討すると。少なくとも、私たちでは今まで見ることのできなかった、その

地域資源としてと言いますか、そういう着想とすれば非常に評価が高いと。そんなことも

含めて、検討できるような期間がもうちょっとほしいんではないかと。そういうことから

言いますと、そういう役割をぜひ訓子府町長がやってもらいたいなと。それこそ期待して

るんですけれども、その期間は今の状態で言いますと、１７年中は鉄路そのものは残るわ

けですから少なくとも３月でなくて、もうちょっとせめて秋ぐらいまでに、十分検討や周

りの意見も聞く、そういう状況にしてほしいなと。資源として評価している人は、簡単と

たぶん廃線にならないだろうと思ってはいたと思うんですよね。そういう中で、残すため

にはいろいろ努力をしてくれたり、場合によっては力になるよというケースもあるわけで

すから、そういう期待をぜひ担っていただきたいなと思うんですけれども伺いたい。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 今お話がございましたように、銀河線の存続問題につきましては、

私も本当に同じ考え方で、できるものであれば本当にこのままずっと残していっていただ

きたいという思いも山々でございますし、それから関係者協議会の席の中でも申し上げま

したが、やはりこれから先進国の一国として、わが国も環境問題というものを真剣に考え

ていかなければならない時代。そう考えたときに、例えばオーストラリアでも昨年の春ア

デレートからダーウィンまで２，２５０キロの大陸縦断鉄道が開設したということ等も含

めて、私はぜひこの鉄路は残すべきだという今まで主張を提言してまいりました。しかし、

ご案内のとおり、こういう話を申し上げましても、北海道知事は「無い袖は振れない」と

いうことで、道は全くこれを支援する考え方は持っていない。現実に今､当初１００万人ほ

どの利用があったこの鉄路が、今その利用者その半分を切っている。５０万人を切ってい

る状況にあっても、なおかつ、赤字額はだいたい当時と変わらないぐらいの額に抑えてい

るということは、会社としてはそれなりの今まで経営努力をしてきたと、そのように思っ

ております。今、５０万人を割っている利用者なわけですね。当初１００万人ぐらいあり

ましたけども、それでも赤字幅としてはほとんど当初と変わらないぐらいの赤字幅に抑え

ているということでございます。今これを埋める基金がなくなってきておりますが、この

後、このまま運行を継続して、その赤字を誰が穴埋めするんだということになると、これ

は本当に道にも「無い袖振れない」と言われてしまえば、私どもとしては対応のしようが

ないというのが、現実の問題なわけです。そうしたこと等を考えれば、やはりこの鉄路の

撤去。もし、この鉄道を廃線にした場合に、いろいろとこれからまたお金がかかりますし、

それから存続するとしても、鉄路の取り替えとか、それから橋梁のまた新しくつくらなけ

ればならないだとか、車両の更新とか、そういったものでまた莫大な費用を要するという

現実を考えたときに、私は本当に自分の気持ちに反すると言いますか、そういうことには

なるんですけれども、本当に苦肉・苦渋の選択にはなりますけれども、やむを得ないのか

なと。本当に残念ですけども、そんな思いでございます。本当にこれ以上のことは申し上

げられないんですが、なんとかひとつご理解をいただければと思いますのでよろしくお願

いいたします。 
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○議長（柴田喜八君） 田中與士信君の質問が終わりました。 

ここで休憩に入ります。 

１時５５分から始めます。 

 

休憩 午後 １時４３分 

再開 午後 １時５５分 

 

○議長（柴田喜八君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

 次は２番、上原豊茂君の発言を許します。 

 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） 通告に従って質問させていただきますけれども、その前に誤字の

訂正をお願いいたします。大変申しわけありませんけれども、最後のページの下から５行

目、「特名」とありますけれども、これは各層の箱構えの「匿」でありますので申しわけあ

りませんけれどもご訂正お願いいたします。 

それでは内容、質問に移りたいと思います。 

質問内容は、財政縮減下における行政運営についてということで行います。地方分権の

時代と言われていますが、国の地方への責任転換による地方財政の悪化と自治の確立に混

乱をきたしております。私たちがどのように不満を持ったとしても、この状況は現実のも

のであり、この環境の中で町として町民の期待に添うべく努力しなければなりません。し

かしながら、バブル期のような町民の希望に即答える行政運営は不可能であります。少な

い費用の中で最大の効果を求めるためには、町行政と住民がそれぞれの立場で知恵を出し

合い、十分な相互理解を深める中で役割分担をし、支え合うことが必要と考えます。この

ような観点から以下のことについて、お伺いをしたいと思います。 

１つ目は自立における主要政策とその施策についてであります。財政逼迫による国の行

財政改革により、国と自治体の責任分担、変改の地方自治体としての対応が求められてい

るわけですけれども、具体的な課題を数点あげながら町の基本的な考えを確認していきた

いと思います。 

１点目は、介護保険制度について給付抑制の制度改正というふうに、私どもは認識して

いるわけですけれども、行政執行方針の中で「サービス向上」と表現されている。この制

度改善に対する捉え方の違いについて、この表現の真意を確認したいと思います。 

２点目は、「次世代育成支援対策推進法」が平成１７年度から１０ヵ年の時限立法として

打ち出されていますが、その取り組みについて伺いたい。 

三つ目は、教育制度の変改への対応。どう考えているのか、この辺についての考えを伺

いたい。 

四つ目は、町の産業への取り組みと職場の確保政策について伺いたい。 

これらを含めて、現実課題への取り組みと町の未来をどう見据えているのか、お伺いを

したいと思います。 

２点目は、町行政担当と住民が一体となったまちづくりについてであります。町の行政
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状況、財政状況含め、多くの情報を住民に発信し、その反応を受けとめることで、行政と

住民の相互理解によるまちづくりが実践できると思いますが、その具体的方策をお聞かせ

いただきたい。まちづくりにあたっては、行政と住民、住民同士の不信感を取り除くこと

が最優先だと考えます。合併協議が行われている間に、首長は町民の判断に不信を持った

発言を行っていますが、現在町が行ったアンケート結果について、住民の判断は間違って

たと認識されているかどうか伺いたい。また、住民投票条例制定に向けた住民運動の参加

者に当初から中傷する声がありましたが、今も先ほど申し上げました町が実施したアンケ

ート結果を受けた合併断念。その結果の責任追及を「訓子府の将来を考えたい」のメンバ

ーに匿名での電話があると。この事実に対して、首長としてどう受けとめるのか、また、

これらの状況を止めるべく対策を考えていくのか、これらについて考えを伺いたいと思い

ます。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） ただいま財政縮減下における行政運営について、大きく２点のお

尋ねをいただきました。 

１点目の自立における主要政策とその施策についてでありますが、その１つ目の次世代

育成支援対策推進法の制定に伴う町の取り組みについてお答えします。議員もご承知のと

おり、この法律は平成１５年７月１６日に公布され、平成２７年３月３１日までの時限立

法でありますが、この法律の施行により、市町村は次世代育成支援対策を実施するための

「次世代行動計画」を平成１７年３月３１日までに策定することが義務づけられておりま

す。本町におきましては、平成１５年８月に国から「行動計画策定指針」が示されたのを

受け、平成１５年１２月に就学前児童及び小学生のいる保護者４０９名を対象としまして、

支援に関するニーズ調査を実施し、その後、調査の内容等を分析、内部協議を進め、現在

素案づくりをしている状況であり、今後できるだけ早い機会に計画書策定し、具体的な取

り組みをしていきたいと考えております。 

なお、子育て支援に対する事業につきましては、これまでも各関係部署においてそれぞ

れ各種事業推進してきておりますが、今後さらに充実を図ってまいりますのでご理解を賜

りたいと存じます。 

次に、２つ目の地方における教育行政の姿勢についてでありますが、議員ご指摘のよう

に、近年、地方分権が進展している中で、教育の分野においても内容と制度の両面で地方

公共団体における責任と権限が拡大されております。また、全国的な流れとして、市町村

合併が急速進み、市町村の規模が拡大する中で合併を契機とした教育行政体制の再編・あ

り方などについて、現在、中央教育審議会等で審議されているところでございます。この

ような中で、教育委員会は今後厳しい財政運営見通しと限られた体制の中で、教育行政の

責任ある担い手として拡大される権限等を生かしながら、主体的に地域に根差した、地域

のニーズに応じた教育行政を展開し、保護者や町民の皆さまの信頼を得ることができるよ

う諸課題等に前向きに取り込んでいくことが強く求められているものと考えておりますの

で、今後の国・道の動きを見極めながら、「心豊かな人づくりと文化の香り高いふるさとづ

くり」を目指した教育行政の推進に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 
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次に、３つ目の住民が定住できる職場の確保や基幹産業等の政策についてでありますが、

ご承知のように現在の経済状況、中でも本町をはじめとする地方の小規模市町村にあって

は、民間による新規事業の展開が見込めず、また、公共事業のあり方そのものが大きく変

わろうとしている厳しい経済状況の中にあって、労働環境はますます厳しくなっていくこ

とが予想されますので、応急的な措置ではありますが道に対し、地元企業育成のための要

請行っているのが現状であります。 

北海道においても「一村一雇用おこし促進事業」などの政策を打ち出しておりますが、

本町にとっては実効性のあるものなっていないというのが現状であります。一方、本町の

基幹産業である農業つきましては、国際的には厳しい環境にあるものの、農業者個々の努

力と道や農協をはじめとする関係機関のご支援により、生産基盤の整備も確実に進み、他

市町村に誇れるような経営水準に達しているものと思っております。引き続き、関係機関

と連携を深め、国に対する要請活動も通じ、より強固な経営基盤の確立に努めてまいたと

考えております。このほか、住民が安全・安心に生活できる環境整備のため、地域との連

携は深めながら「協働まちづくり」を基本に進めてまいりたいと考えておりますので、従

前以上に、議員の皆さまのご理解とご協力をいただきますようお願いをいたしたいと存じ

ます。 

次に、２点目にお尋ねをいただいた行政と住民が一体となったまちづくりについてお答

えをいたします。 

まず、１点目の住民対する情報発信についてでありますが、現在の厳しい財政状況から、

今後、財政健全化と受益者負担の適正化の観点で行う使用料をはじめとする負担の引き上

げや各種住民サービスの見直しを行うことになりますので、その際に住民の皆さんのご理

解もいただかなければなりませんし、また、住民目線に立った政策判断もしていかなけれ

ばなりませんので、広報による情報提供は当然でありますが、青空町長室などに加え、新

たな取り組みを検討したいと考えております。 

次に、２つ目の町が行ったアンケート結果についてでありますが、昨年１２月に実施し

ました置戸町との合併に関する住民アンケートの結果、合併に反対する者が賛成する者を

大きく上回ったことから合併を断念いたしました。厳しい財政状況など合併の必要性につ

いて、住民の皆さまに十分に説明することができなかったという面もあり、反省をしなけ

ればならない点もあったかと思いますが、アンケートの結果は住民の意思として十分尊重

し、判断をさせていただいたものであります。 

なお、最後にお尋ねいただいた住民運動の参加者に対する匿名の電話の件につきまして

は、そうした事実を承知しておりませんが、合併を断念した今、町民が一丸となって厳し

い財政状況を乗り越え、まちづくり進めていかなければならない大事な時期であると考え

ておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） 最初の質問の中で、介護保険制度の改正の件ですけれども、この

行政執行方針の中で、この改正はサービスの向上につながるような表現がありますけれど

も、この辺について、なぜそういう捉え方ができるのか、その辺についての根拠を説明い
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ただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山川栄二君） ただいま町政執行方針のこの４ページの方に記載してお

ります介護保険制度についての件についてのご質問いただきました。ここで議員からご指

摘ありますのは、サービスの向上ということでのご指摘でございます。執行方針の中には、

サービスの質的向上という表現をさせていただいております。この意味は、サービスを提

供する側の質の向上という表現ということで、ご理解をいただければと思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） ただいま説明ありました質的向上でありますけれども、であれば

質的向上というのがどういうふうに変わったのか、変わっていくのか、説明いただきたい

と思います。 

○議長（柴田喜八君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山川栄二君） まだ国会で審議中でもありますし、私どもにも詳細は届

いておりませんけれども、何点かございます。内容によっては、例えば指定事業者。介護

保険の指定事業者がございますけども、その指定事業者に対する更新制の導入。いわゆる

１回指定したからずっとしてされるということでなくて、何年かおきに更新制度が導入さ

れると。それによって、サービス提供の悪い業者については、指定が取り消されるという

ようなものも一つあります。それから、いわゆる介護保険のサービスを受けるためにケア

マネジャーがいろいろ認定のための調査等を行っておりますけども、これらのマネジャー

の、これも資格の更新制を導入すると。一度資格とっても何年かおきにもう一度更新をす

るという制度に変わるように聞いておりますし、そのマネジャーの研修生でも義務化をす

るというような方向で今動いてるようでございます。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） サービスをする側の質の向上だというふうにおっしゃいましたけ

れども、現実、今の説明の中では、指定業者の更新ですとか、マネジャーの資格更新です

とか、これらが果たしてどれだけサービスを受ける側にとってメリットがあるのか非常に

疑問でありますけれども、私は少なくても制度の基本的に変わっていく中身については、

執行方針等で表現する場合には、やはり町民にとってどうなるのか、この制度がどう変わ

っていくのかということを表現すべきでないかというふうに思います。そこで、実質介護

保険制度が変わることによって、訓子府の介護を受けている人たちがどういうふうに区分

され、給付抑制へつながる状況にあるのか、その辺について数字でお示しいただきたいと

思いますけれども。 

○議長（柴田喜八君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山川栄二君） 介護保険の関係で、今変更の中身等についてのご質問も

あったと思いますが、これはまだ実際には情報として流れてきている程度でありまして、

改正、あるいは見直しの詳細については、私どももまだ説明会も受けてございませんので、

詳細ついてはお答えできないことをご理解いただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 
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○２番（上原豊茂君） まだ説明の段階でないといいうわけですから、ぜひ、そういう変

更に関しては、町民にいち早く伝わるように、また介護受けられてる方々が、前段でそう

いう状況承知できるような体制づくりをしていただきたいというふうにお願いしておきた

いと思います。 

次の次世代育成支援対策推進法の関係でありますけれども、基本的にこの支援対策推進

法は、住民参加というところに視点がおかれているんでないかというふうに私は捉えてお

ります。さまざまな形でその内容と言いますか、契約について公表をするというようなこ

とも含めて、大きく開けた法律として捉えていっていいんでないかというふうに思います

けれども、例えば先ほど回答いただきました中には、住民参加という部分については、な

んら表現がなかったわけですけれども、それらについての取り組みあるのか否、その辺に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山川栄二君） 今先ほども答弁の方で申し上げましたように、本年の３

月３１日という形で、行動計画の作成するということで今動いておりますけれども、全国・

全道的にも合併絡みのいろんな問題がありまして、この取り組みについては、全国的にも

遅れているというのが実態であります。私どもも、前もってアンケート等の調査を実施を

しまして、それぞれ今分析をして、どのような形でこの法律に行動計画を取り組んでいく

かということで今検討をしております。当然議員ご指摘のとおり、住民の方に参加をいた

だくと言いますか、住民の方にも役割分担をしていただかなければ、行政だけではできな

い分野もあると思いますので、その辺については、今後もご理解をいただきながら実施を

する方向で進めてきたというふうに考えております。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） 今説明にありましたように、３月３１日計画という話であります。

となれば、当然どういう形で住民に参加いただいて、この法律に向けての行動計画策定を

するのかという段階に入っているべきでないかと。それが今これからそのことを考えるん

だと、対応するんだというような、その辺がそもそも閉ざされた行政、住民がなかなか参

加できない、そういう状況になっているのでないかというふうに思うわけです。これらに

ついては、当然子供をどう育てるのか、何がこの地域としての問題なのか、この地域に則

した契約は何であるべきなのかと。これらについては、当然専門的な知識、また、実質子

供を育てる親たちの声というものが十分生かされていくべきだというふうに思いますし、

それがはじめて、この法律に則した対応・対策でないかというふうに思いますけれども、

住民参加が必要だというだけでなくてもう即刻入ると。住民参加、それらの意向きちっと

取り組んでいくんだという形にはならないでしょうか。その辺についてお答えいただきた

い。 

○議長（柴田喜八君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山川栄二君） この法律につきましては、議員ご指摘のとおり、当然な

がら住民にもご参加をいただきながら対応していかなければできない項目というのいっぱ

いあります。基本的には、国の方からだいたい１４項目ほどの最低限、この部分について
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取り組んでいただきたいという項目がございます。でも、その中でも町村の実態に応じて

対応してくださいという指針が出ておりますので、どの分野をどこまでやるかというのは、

今内部で十分詰めている段階でございますので、詳細は申し上げることはできませんけれ

ども、例えばこの１４項目の中で、保育の関係であれば保育所関係、それから子育て支援

の関係、あるいは放課後児童の関係、それから乳幼児の健診の関係ですとか、ファミリー

サポートセンターですとか、いろんな項目ございまして、ものによっては住民の参加なけ

れば対応できない項目もございます。例えば、ファミリーサポートセンターというような

ものが計画の中に取り組んでおりますけども、これも実際には行政が行うというよりも、

子育てを援助したい人、それから援助してほしい人という立場で支え合うというような事

業でもございますので、これらについても今計画をつくったとしても、即実行できるとい

うようなことにならないと思いますので、数年かけてそういうものも住民参加の形を取り

組んでいきたいということで、計画を立てていきたいというふうに思っておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） ぜひ、住民を巻き込んだ行動計画策定に入っていただきたいと思

います。それで一つ私が言いたいのは、先ほど最初に申し上げましたように、非常に緊縮

財政の中でどうするのかと。いろんな住民としてのストレスも感じるでしょうし、それら

を払拭するという意味においても、こういう住民参加型のせっかくそこに道を開いてくれ

た法律ができるわけですから、それらをしっかり取り組んでという姿勢が当然だろうし、

先ほど田中議員からもありましたような職員の資質向上という意味でも、やっぱりこの辺

の目線を変えていく、そういう必要性があるんでないかと思いますんで、ぜひ、その辺に

ついては内容をしっかり精査し、それなりの知識を持つ住民、また、そういう対象者の意

向を十分に組み入れる体制づくりをしていただきたいというふうにお願いをしておきたい

と思います。 

次の学校教育の関係でありますけれども、これもまだ決定したわけでないと。だから、

今のところ明確な回答はできないというふうになろうかと思いますけれども、私は教育行

政については、状況変化にいかにしっかりした情報キャッチをしながら対応するのかとい

うことが大事なってくるんでないのかと。国の体制に流されるんでなくして、こちらの基

本的な方向をしっかり持って対応すると。むしろ、そういう変化を利用するというような

姿勢が大事でないかというふうに思うわけであります。この教育行政のほかについては、

予算を一般財源化するというような方向性も出されております。そういう点からすると、

例えば首長が教育行政に対してどう考えるのか、町の体制全体対してどういう基本的な姿

勢を持つのかということで、大きく変わってくるというふうに考えられます。その点から

しますと、当初って言いますか、冒頭に申し上げましたように、当然町として何を柱にし、

どこに住もうとするのか、その方向性、基本的な考え方というのを明確にしてくというこ

とが問われてくれないかと。お金は記しがついておりませんから同じ瓶に入れると、どれ

がどれだかわからなくなってしまうということもあろうかと思います。そういう点では、

教育について、どういう方向性を示すのかというのは大事なことだと思っております。そ
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こでこれは教育委員会の基本的な姿勢も問われてくるということになろうかと思いますけ

れども、こういう制度改革に対して、教育行政担当する側として、どう取り組むという姿

勢を持っておられるのか、その辺についてお聞かせをいただきたい。 

○議長（柴田喜八君） 教育長。 

○教育長（小野 茂君） ただいまのご質問でございますが、先ほども町長のから申し上

げましたように厳しい財政運営見通しと限られた私どもの体制の中で、教育行政の責任あ

る担い手として拡大される権限等を大いに生かしながらと言いますか、利用させていただ

きながら主体的に地域に根差した、地域のニーズに応じた教育行政の展開。そして、保護

者や町民の皆さまの期待に応えるような対応を前向きに取り組んできたいというふうに考

えております。また、そのことによりまして、本町の今現在の総合計画の大きな教育の柱

でございます「心豊かな人づくりと文化の香り高いふるさとづくり」を目指して、教育行

政を前向きに推進してきたというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） 今申し上げましたように、教育にかかわる財政の区分の変化と言

いますか、そういうことが起きてこようかと思いますけれども、基本的な考え方として、

それらを一般財源として取り扱うのか、それとも従前どおりと言いますか、きちっと区分

けをしながら教育行政を遂行しようとするのか、その辺について町長のお考えをお聞かせ

いただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 教育につきましては、これは将来のまちづくり、国づくりの基本

ということになろうと思いますが、教育にかかわる財源の区分といたしまして、これは教

育という区分で私はいいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） 私、当然そういう確定されたものでないと言われればそれまでで、

これからそういう方向性があるよという指摘が専門誌の中であります。そういうことを踏

まえて、この中に首長の考え方によって、「それぞれの自治体で教育に差が出て当然だ。」

とニセコ町長が言っていると。そういうことが起こりうるよという指摘をされております。

そういうことをとらえて、訓子府の町はどうするのですかということを確認したかったわ

けであります。ぜひ、そういう意味でその辺の一線をきちっと引きながら、教育行政は教

育行政としての計画を充実をさせていただきたいというふうにお願いをしておきたいと思

います。 

次の町の産業ですとか、基幹産業ですとか、あと働く場所の確保の件ですけれども、最

近当町における企業の倒産等も伝え聞いているところでありますけれども、非常に先ほど

町長が言われたように、不安定な状況の中で職場の確保というのは大変だということは良

くわかります。良くわかりますけれども、これも例えば今まで行政サイドで考えてきた、

要するに金を動かして仕事をつくるという発想から一転して、住民の町民の中からいろん

な発想は出てくるわけですから、それを活用した中での企業、要するに仕事を起こすとい
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うことも含めて検討していく必要があるのではないかというふうに思いますし、また、町

長の行政執行方針の中でも言われていますように、先ほどの回答にもありましたけれども、

非常に海外との関係で言いますと、農業のおかれている状況というのは、ここ１年はタマ

ネギが非常にいいということもありまして、万々歳というような感じも受けますけれども

実質そういう条件にはないんだと。いつどこに転落していくかわからない状況にあるとい

うのが実態であります。そういう意味からして、後継者が夢の持てる町独自の支えと、そ

ういう方向性提示が必要でないかと。単に農協にまかせますよと、組織にまかせますよと

いうことでなくして、町として基幹産業をこう伝えるんだよと。先ほど申し上げましたよ

うに、金では支えきれないと、行政としてそこまで助けれないんだとなれば、先ほど言い

ました最小の経費でもって最大の効果を上げるんだという視点に立って何が必要なのか。

それこそ後継者も含めた、そこで働く人たちのニーズをしっかり受けとめながら精査して

いくと。それを行政の中に生かしていくということは必要かと思いますけれども、その点

で何か明案があればお聞かせいただきたいと思いますけれども。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） うちの町は基幹産業、農業でございますが、その後継者が夢を持

てるようなまちづくりという形で答弁いただいてよろしいですか。はい。私は最近私たち

によく申し上げていることなんですけれども、どの産業にあったとしても、その産業の将

来に夢が持てないようであれば、これはなかなか取り組むことも大変だろうと思うんです

が、たまたま私の町が基幹産業、農業ということで、特に若い農業後継者の皆様方に会う

とお話をさせていただいておりますが、世界の人口問題と気象問題というのが今大きく横

たわっていると私は思っております。今、世界の人口が６４億人ですけれども、２０５０

年になりますと世界の人口は９３億人まで膨れ上がるというふうに想定されております。

今の人口の世界の人口の約５割ぐらい地球上の人口が増えるというような状況が見えてき

ているわけでございまして、そうするとその段階で何が必要かというと、私はまず衣類と

かそういうものではなくて、食糧ということになろうかと思います。今、日本の人口は１

億２，７６０万人ほどですが、これがその時点で１億６０万人ぐらいまで減ると想定され

ております。２０５０年。まだ大分先の話にはなるんですけれども、しかし、皆さんの孫

さん方の時代にはそういう時代がくるということ想定した場合に、やはり私どもの基幹産

業を農業とする町の後継者の皆様方は、そうした世界の将来というものを考えながらやは

りこの農業に自信を持って取り組んでいかなければならない時代を迎えているんだなとい

うふうに思いますので、ぜひとも今自給率４０％のわが国が、世界からも食糧を買えばい

いではなくて、いかにこれから自給率を高めていくかと。北海道が日本の食糧基地として

の役割を担っている現状考えたときに、北海道の果たす役割というのは極めて大きいとい

うふうに思います。そういった意味では、私は食糧というのは単に農家の利益うんぬんの

問題ではなくて、これからは農業の国益として、国がしっかり守ぐらいの姿勢を持ってい

かなければならない時代を迎えようとしております。その場になってからこのようなこと

を考えてももう遅いともますので、今からそうしたことにしっかりと自信を持って農業に

取り組んでいく環境構築。これは国はやはり農業は農家の利益ではなくて、国益として農
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業をしっかり守るぐらいの姿勢を持ってもらいたいということを私は今主張させていただ

いております。たまたま本町が基幹産業、農業でありますから、こういうことに私は気づ

いたわけですけれども、この姿勢をこれからも町としてできるだけのことはやりながら、

しっかりと農業を基幹産業として誇りの持てるような、そういう基幹産業に育てていくよ

うに自治体としても努力をしていかなければならないと思っておりますので、ご理解を賜

りたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） それぞれの項目に対しまして、お答えをいただきましたけれども、

この冒頭で申し上げていますように、町としてこれからどこに住むのか、何を柱にするの

か、今までお話いただいたことも含めまして、例えば明瞭簡単に訓子府の町のこれからの

進め方として何を柱にするのか、その辺についてあれば、整理されていればお話をいただ

ければと思います。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 一口に言って、今申し上げた農業の振興という面について、これ

からも今までもそうですけれども、私は農協とか、生産者団体としっかりとスクラムを組

んで、この基幹産業を育てていくということが、まず大事だと思いますし、それから、こ

れから特に高齢化社会を迎えておりますが、超高齢化社会になると思いますので、そうし

た時代を考えたときに、やはりお年よりも安心して住めるようなまちづくりというものに

力を入れながら、これからのまちづくりに取り組んでいかなければならないというふうに

思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） 考え方にはそれぞれ差がありますから、何が良くて何が悪いとい

うのは一概に言えないと思いますけれども、いずれにしましても、町民は非常に財政難と

いうことを頭にインプットされていますんで、不安は募っていると思います。そういう意

味では、方向性を明確にすべきと。自治体の方向性を明確にするということが、大切でな

いかというふうに思いますので、そういう意味ではぜひ町民に向けてのそういう方針を発

信していただければというふうに思います。また、その中で議論し、いろんな声を行政の

柱に据えていくのも結構かと思いますんで、でよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、次の行政担当と住民が一体となったまちづくりという点でありますけれども、

すでに申し上げましたように、非常に財政が厳しいとなれば、これは金をかけないでまち

づくりをしなければならない。金をかけないでまちづくりをするということは、町民にど

れだけ協力してもらえるのかということだと思うわけであります。そういう意味では、先

ほども申し上げましたように、行政と住民の間に壁をつくらない。例えば、最初に申し上

げました制度の改革にしてもそうでありますけれども、可能な限りと言いますか、個人情

報保護法という問題もあろうかと思いますから、そういうことは別に、当然開示できるも

のは開示すると。そして、率直に住民の町民の声を聞くんだという姿勢を示してことが必

要かと思います。それは先ほど何人かのご質問の中でも、例えば青空町長室の充実という

ことがありました。でも、私はそれはそれの前だろうと。もう一歩踏み込んだ町民との交
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流と言いますか、行政側が意図的にそういう体制づくりをしていかなければ、今の状況を

打破することはできないだろうと。そういう意味では、一歩踏み込んだ方策をお聞かせい

ただければというふうに思います。と同時に、当然行政ですとか、隣の人たちとか、いろ

んな形でスクラムを組むということになりますと、相手に対する不信感というものがあれ

ば当然それは近づかないわけですから、手を組むことを固く組むことも意見を交わすこと

もできないというふうに考えられます。そういう意味では、こういう大きな合併という問

題突き当たって、それぞれの意見がぶつかり合ったと。それぞれの主張があったんだとい

う中では、お互いに何とも埋めきれない、そういう思いがあろうかと思います。そういう

意味では、町長自らがここに書いてありますように、住民が判断を誤ったら困るんだとい

うようなことを実質私の質問に対して答えたことがあります。これは、町民が判断したこ

とを尊重すると言ってる意味がわかります私は。でも、あえてここでそのことに対する町

長の真意を町民に伝えるという姿勢が、今必要でないかというふうに思いますけど、その

辺についてのお考えをお聞かせいただきたい。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 特に今のように財政的に厳しい状況の中で、このまちづくりをし

ていくというときに、何が大事かというとやはり町民の理解と協力。まさに「協働のまち

づくり」というものが、これは避けてとおれないわけでありますが、その辺のことにつき

ましては、まず私どもがこの町民、住民の皆さんに説明をして、よく理解をしてもらって、

そして、町民との「協働のまちづくり」というものをしっかり皆さんに訴えていかなけれ

ばならない。そういった面で、一部ちょっと誤解されている面があるとすれば、これは説

明不足だったところもあるのかなというふうにも思いますが、いずれにいたしましても、

これからのまちづくりは、まさにそうした現実しっかり町民の皆さんにもご理解をいただ

いた中で、「協働のまちづくり」ということを前提に、これから我慢するところは我慢して

いただきながら、どうしてもこれだけはなんとしてもクリアしてあげなければならないと

いう部分については、これは行政としてもクリアして、町民の福祉の向上のために努力し

ていかなければならないと、そのように思っておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） ぜひ、住民と行政の連携を深めるということを念頭においた改革

をとっていただきたいと思います。 

ここで次に移ります前に、高橋議員さんの質問の中で、住民運動の関係でその合併反対

をしている集団だと言いますか、運動だったというような発言だったような捉え方を私し

たんですけれども、現実にここで資料もございますけれども、「訓子府の将来を考える会」

で発行した文書の中には、きちっと「合併に反対することないんだよ。」ということを明記

されております。そういう意味では、ぜひ、もしそういう誤解持っている方がいらっしゃ

ったとすれば、その辺の誤解を解いといていただきたいというふうに思います。そういう

意味で、この関係では非常に町民の中にも誤解を持っている。深見町長が提唱している置

戸町との合併に対して、住民運動を起こしたものは、反対運動してるんだという捉え方が

根強く残ってるんでないかと。これも先ほど申し上げましたように、これからのまちづく
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りの中で、非常に弊害になるだろうというふうに私は感じているところであります。そう

いう意味で、今もなお、この会のメンバーだった者のところに匿名の責任追求の電話が入

るというな実態があるわけですから、これに対しては、当然行政としてきちっとした町民

向けの訂正と言いますか、現実をしっかりと伝えるべく対応するべきだというふうに私思

いますけども、この辺についての町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） すべきだと言うんですか。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） 極めて簡単だと思うんですけども、結局、今回の町長は何回も言

ってるんです。実際にこの議会のやりとりの中でも、アンケートの結果について、真摯に

受けとめながら方向決めたんだと。そう言っておりますし、当然そういう情報発信はして

おります。しておりますけれども、その歪んだ感情と言いますか、それはなかなか解けな

いというのが、これは事態ではないかと。であれば、当然さらにそこに手を加えると言い

ますか、修正するべく努力をするという必要があるんでないかと。私はなんでこんなこと

を言うかと言いますと、先ほどから申し上げましたように、金のない中で行政運営をして

いく中では、当然町民の一致団結した姿勢が必要なんだと、協力が必要なんだと。そうい

う点からして、当然この問題は早期に解消すべきだと。そういう観点で、問題提起をして

いるわけであります。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 確かに、合併に反対されていた組織もあったかと思いますけれど

も、私はだから合併しなかったではなくて、町がこれ住民アンケートを取ったわけですね。

９３％の回収をもって、５７．２％の合併反対という高い高率の反対という住民の意思を

私は尊重させていただいたわけでありまして、そういうその反対運動した人がいたからこ

うではなくて、極めて大事なことなので、本当に責任能力の持っている住民の皆様方に、

全町民にそのアンケートを取った結果として、その結果を尊重しただけですので、その辺

は誤解のないようにお願いしたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） 今町長のお発言の中に、「合併に反対組織があったかと思う。」と

いう発言ございました。合併に反対した組織という組織がどこに存在したのか、もし、町

長わかっていればをお聞かせいただきたい。 

○議長（柴田喜八君） 町長。 

○町長（深見定雄君） 合併に反対された組織というか、合併に反対されていた方もいら

っしゃると思いますけど、そういう意味です。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） わかりました。という、私と町長のやりとりの中でも、ちょっと

した言葉の行き違いと言いますか、取り違えでこういうことが起るわけであります。当然

これが６，０００町民の中で考えますと、いろんなところで起きてくると。こういう問題

をやっぱり逐一解消すると言いますか、町長がすべてできるわけでありませんけれども、
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そういうことが頭においているかいないかということが、町民との信頼関係中で大きく影

響してくるんでないかと思いますので、ぜひそういうことも含めた、もし町長が言ったこ

とに誤解を招いていたら直接町長にその問いかけをできる、町民が問いかけをできるよう

な町長の今までと同様の広い心と受けとめるその懐を持っていただければというふうに思

いますので、そういうことも含めて、職員も一同やっぱりそういう一緒心構えの中で、こ

れからの行政運営にあたっていただきたいというふうにお願いしておきたいと思います。 

そこで、この財政縮減という中で、住民参加はもとより職員の能力と言いますか、見識

がどう生かされるのかということが大切になってくるんでないかと思います。また、この

議会に提案されております大幅な機構改革等もございますし、先ほどありました大量の退

職者等もございます。そういう中で、どういう視点に立った機構改革・体制づくりを考え

ているのか、その辺のお考えお聞かせいただきたいというふうに思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原議員、ちょっと今の。 

○２番（上原豊茂君） 中身の精査をしてたんだと思いますけれども、私が問いかけてい

るのは、こういう住民参加をしなければならないですとか、いろんな状況が出てくると。

それは当然ここに書かれておりますから、そういう中でこの財政難の中で、そういうこと

取り組んでいくのには、職員がどう動くのか、職員の駒をどうするのかというような非常

に大きくなるんでないかと。その辺を聞かせていただきたいということなので、もし、そ

れでも間違っているというならば終わりたいと思いますけれども。 

○議長（柴田喜八君） はい。町長。 

○町長（深見定雄君） 退職する職員がいても、それを不補充で対応しなければならない

というぐらい町の財政も厳しくなってきているわけですが、だから、その分町民に我慢し

なさいではなくて、職員一人ひとりの能力の向上を図りながら、最小の経費で最大の効果

を上げていく、そうしたまちづくりということを前提にやはりこれから努力をしていかな

ければ、旧態依然としたやり方でこれからのまちづくりができるかというと、なかなかそ

うならない。何でも町民に、そこに住んでいる住民に財政的に厳しいんだから我慢しなさ

い我慢しなさいではなくて、今だからこそ、こういう時期だからこそ町職員が知恵を出し、

能力を出して、そして、いかに厳しい中でも住民の皆さんにご理解をいただけるような、

満足していただけるような町政運営をできるかということが、これから極めて大事だと思

いますので、そういったことを視点に、これから職員も私ども一丸となってがんばってき

たいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） 上原豊茂君。 

○２番（上原豊茂君） ぜひ、そういう意味ではこの難局を乗り切るべく、体制づくりを

していただきたいと思いますし、先ほどから申し上げましたように、住民参加をどういう

ふうに取り込んでいくのかということが大きな課題になろうかと思います。住民も行政執

行者担当者も、謙虚にこの課題取り組んでいくということが極めて大切でないかと思いま

す。私どももたいした能力ございませんけれども、そういう意味ではより多くの声をこう

いう場を通して、また、それぞれの職員、町長にお届けできるような努力してまいりたい

と思いますので、それぞれの立場で十分な研鑚を積んで、努力をしていきたいと思います。
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その辺をお願いして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（柴田喜八君） これにて一般質問を終了いたします。 

ここで休憩をいたします。 

３時１０分から再開いたします。 

 

休憩 午後 ２時５５分 

再開 午後 ３時１０分 

 

    ◎予算審査特別委員会設置 

○議長（柴田喜八君） 休憩前に戻り会議を再開いたします。 

お諮りいたします。 

平成１７年度各会計予算及びこれに関連する審議をし、議案を審議するため議長を除く

議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、議案第１８号から議案第２１号まで

及び議案第１１号から議案第１６号までの各案を付託することにいたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

よって議長を除く議員を予算審査特別委員に選任し、特別委員会に議案第１８号から議

案第２１号まで及び議案第１１号から議案第１６号までの各案の審査を付託することに決

定しました。 

  

◎休会の議決 

○議長（柴田喜八君） お諮りいたします。 

予算審査特別委員会の審査のため、ただいまから付託案件審査終了までの間、休会とい

たしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（柴田喜八君） 異議なしと認めます。 

よって、ただいまから予算審査特別委員会に付託した案件の審査が終了するまでの間、

休会とすることに決しました。 

 

    ◎散会の宣言 

○議長（柴田喜八君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

散会 午後 ３時１３分 

 

 


